
社団法人 日本建築美術工芸協会

2参⑪鰺.6



刊行にあたって            ＼

(社)日本建築美術工芸協会 (aaca)は 、日本の都市景観をより美しくすることを目的にかかげた公益法人で、

建築・美術・工芸・ランドスケープなど多種に渡る分野の人々が垣根を越えて、お互いに意見を交換し、よ

り良い環境創出に向けてさまざまに提案を行う運動体です。

調査研究委員会は、この運動体にあつて、アカデミックな立場に立って調査研究を行って来ました。今から

15年程前に、パブリックアートに関するアンケート調査を aaca会員を対象に行いました。結果はパブリック

アー トの対象範囲を非常に広くとらえている会員が多かったことが印象的でした。その後、日本全国の自治

体に向け、景観に関する表彰制度の実態調査を行い、冊子にまとめた経緯があります。また「文化 。芸術と

都市空間」と題した研究レポー トを数年に亘りaaca機関誌 aに連載するなど、地道な活動を行って参りました。

バブルもはじけ、パブリックアー トに対する解釈も変化してきています。現在、パブリックアー トに対する

解釈は欧米におけるものと、日本のそれとの間には温度差を感じます。調査研究委員会では、ここ数年パブリッ

クアートがらみの討論を重ね、さまざまな視点での意見交換を行ってきました。aaca設立 20周年を期に、今

までの討論をベースに「パブリックアー ト再考」と題し、各委員がそれぞれの切り口で、パブリックアー ト

に対する思いをレポートにし、冊子に編集することに致しました。

会員の皆様に御―読いただき、皆様のさらなる意見交換の一助となれば幸いと存じます。

2009年 6月 調査研究委員・理事 日高軍也
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■調査研究委員会座談会

パブリックアー ト再考

出席者

七字祐介、日高車也、工藤安代、小林治人、山本康友、小野行雄、山本誠、佐々木歳郎、園浦員佐子 (発言順 )

1.今、なぜパ ブ リックアー トなのか

七字 :こ の 1年、パブリックアー トをテーマに討議をしてきま

したが、実は平成 6年の時点で、近江先生、日高先生が中心と

なってパブリックアー トに関する調査研究をされていて、アン

ケー ト、あるいはその基礎になる会員の方々の考え方が aaca

機関誌に掲載されています。平成 6年 といいますとちようど

バブルがはじけて、何かまだ余韻を残 していた時期であったと

思いますが、当時はパブリックアー トという言葉もまだ十分な

じんでいない、そろそろ日本にも定着されつつある時期であっ

たとお聞きしています。

その後 15年 が経過 して、社会の様相は相当変わってきてい

ると思いますが、では「今、なぜパブリックアー トなのか」。まず、

その辺りの意味を日高先生からひもといていただけますでしょ

うか。

日高 :調査研究委員会は、よりよい景観をどうやって築いてい

くかというテーマをアカデミックな立場で調査研究し、その結

果を皆さんにお知らせすることがその役害」だと思います。

ちようど 15年前に、「パブリックスペースとパブリックアー

ト」というテーマのアンケー ト調査を行いましたが、当時はパ

ブリックアー トに関する会員の意識はたいへん幅が広く、答え

を 1つ に絞れない結果になりました。

次に、パブリックアー トに関連して全国の景観表彰制度がど

うなっているかということについて自治体アンケー ト調査を行

い、その結果を冊子にまとめました。これが 1997年 (平成 9年 )

です。

また、こうした調査結果をも踏まえながら、パブリックアー

トを含めた広い概念として、「文化芸術と都市空間」というテー

マを設定し、各委員の研究 レポー トを aacaの 機関誌に 9～ 10

回にわたって連載をしました。

その後、現在に至るまでに、パブリックアー トに対する考え

方について研究者が様々な形で発表し始めてきていますので、あ

らためて「パブリックアー ト再考」というテーマで、さまざまな

視点による考え方を集約しつつ、今後の方向性のヒントを見いだ

せればということで、1年間議論をしてきたということです。

七字 :当 時、パーセン トプログラム、 1%運動というのがあり

ましたね。こういうものが具体的に政策として打ち出されて

いった時期という意味では、パブリックアー トというものが日

常的なビジョンになってきた時期ですよね。

日高 :そ の意味では、亡くなられた佐藤武夫さんなどが、公共

建築を多く設計されている立場から 1%運動のようなものをや

るべきだという提唱をされ、それで日本建築美術工芸協会の母

体ができたような動きもあったと思います。

七字 :い ずれにしてもその後、バブルがはじけて、 しばらくは

パブリックアートになじみの薄い時期が続くわけですが、ここ

へ来て新しい市民との関係、民間との関係であるとか、行政も

また施策の方向の転換だとか、パブリックアー トが見直されて

きている傾向があるように思います。

工藤さんは「パブリックアー ト政策」という本を書かれて学

術的にパブリックアートの流れを研究されてますが、パブリッ

クアートは必ずしも古い言葉ではないですよね。そのあたりの

歴史的な経過、事情を少し整理してお話しいただけますか。

2.パ ブリックアートの歴史的な経緯と社会事情

工藤 :パブリックアー トが日本に概念輸入されたのは、バブル

の少し前く
゛
らいだと思います。それ以前は、自治体が主催する

「彫刻のある街づくり事業」によって、都市空間に彫刻が置か

れていくということが長かったと思います。

七字 :そ れは例えば宇部の屋外彫刻展みたいなものですか ?

工藤 :宇部で 1961年 に始まった「街を彫刻で飾る事業」が発

展 していって、全国の自治体がそれを踏襲するような流れがあ

り、70年代にはかなり増えています。

小林 :「環境と彫刻」「都市空間と彫刻Jと いう結びつきで見

たとき、いまお話のあった宇部市と神戸市が昭和 30年代から



彫亥」コンクールを実施してその入選作を配 した彫刻公園を作っ

たことの影響は大きいと思います。

その後各都市は、それなりの方針を持って彫亥」のあるまちづ

くりという考え方を普及させてきましたが、パブリックアー ト

とは言わなかった。例えば、仙台市は、市制 88周 年 (人間で

いえば米寿)記念事業として後世に文化遺産を残 し、それが

それぞれの場所のシンボルになるようにと昭和 52年からオー

ダーメイ ドによる厳選 した彫刻設置を始めています。横浜では

開国以来の気質を反映 して昭和 24年 ごろからすでに多くの彫

刻設置を始め、伊勢佐木モール、馬車道、大通公園などで結実

しています。多様性のある都市だけに公共空間におけるアー ト

の捉え方も多彩です。長野市は飯縄 戸隠の裾野に位置し、自

然環境と善光寺文化を主流とした文化遺産に恵まれています

が、新 しい時代の文化として自然と芸術、人の創るものと大地

との対話、長い時空に耐えたお地蔵さんのような存在を芸術作

品の設置で模索しようとして「自然と芸術Jをテーマに彫刻の

あるまちづくりを行いました。

工藤 :80年代終わりになって、彫刻がパブリックアー トという

言葉に置き換えられていったのですが、それは文化政策として

の位置づけということではなく、箱物行政、箱物文化に付随し

て出てきたということであって、者「市の整備事業の傾向が強い

と思いますが、日本でのパブリックアー トとしての共通認識

となる土壌はつくったと思います。バブル経済が崩壊 した後、

95年以降く
゛
らいからは、街に彫刻を飾る事業というのはほと

んどなくなって、公共施設や屋外公共空間に建築予算枠の中か

らアー トが計画されていきました。2000年以降頃からは、パ

ブリックアー トという枠組みをむしろ避けて、地域展開型の

「アー ト・プロジェク トJゃ、コミュニティの人たち、―般市

民の人が参カロする「コミュニティ・アー トJの様なものが増え

てきています。

七字 :それは何か社会的な変化に伴うんですか ?

工藤 :や はり世界のアー トの潮流の影響があったと思います。

アメリカの例で言いますと、1960年代に連邦政府がパブリッ

クアー ト政策を文化政策として始めました。そのときに、連邦

政府がつくる施設の中に、アー ト作品を建築工事費の 1%で
作っていくということが始まり、州や市のレベルまで広がって

いきました。ただ、60年代は、例えばアレキサンダー カルダー

の作品や、ピカソの作品等々、美術館の中にあった作品が巨大

化して突然都市の中にポ トンと落ちた様な表現にとどまりまし

た。ですので、70年代に入ると、そういった「プロップ アート」

(ポ トンと落とされた様なアート)への批判が出てきました。

というのは、「プロップ・アー ト」は、どこの都市においても

同じような作品ができてしまう。作品にもっと設置される地域

固有の特色を反映すべきだ、という批判が上がってきたのです。

そして、70年代後半頃から、その場所から切り離せない作品

=「サイ ト・スペシフィック (site― specific)」 なアー トが現れ

てきました。そういったアートを創りたいアーティストの二―

ズも高まり、パブリックアー トの新しい表現として都市の中で

さまざまな試みが現れていきました。その代表的な例がロバー

卜・モリスによる 1974年 のグランドラピッズ市での作品です

〔写真 1〕 。

七字 :どんな作品ですか ?

工藤 :自 然の中につくられた「アースワーク」的な作品です。

この作品以降、アースヮークの作家たちは都市空間の中でパブ

リックアー トを作ることに関心を持っていきました。都市公園

や広場に、ランドスケープ的な要素が入り、それまでと異なっ

たアー トが作られていくという流れができました。それまでの

様に純粋な芸術表現を追求するのではなく、作品表現の中に「ベ

ンチ」や「パーゴラJ「街燈J等、都市生活の中での機育旨性をもっ

た景観エレメントをデザインしていく傾向も現れていきました。

しかし、80年代の終わりく
゛
らいになると再びこの様なパブ

リックアー トに対 して、批判が起こり始めました。その代表的

な例が、ニューヨークのマンハ ッタンにあるフェデラルプラ

ザにつくられたリチャー ド セラの『傾いた弧』 (198189年 )

という作品です 〔写真 2〕 。ただ長い鉄板を弓なりに曲げた様

なこの作品は、完成するとすぐに、周辺住民やオフィスヮー

カーたちから作品を撤去 してほしいという抗議運動が起こり、

裁判に至るほどの大論争を起こしました。 リチャー ド・セラは

このプラザ空間のために、人の動線も熟考 した「サイ ト・スペ

シフィック」な作品をつくったと言っているのですが、まずそ

の作品自体が一般市民にとってどうしてもアー ト作品に見えな

い。さらに見るからにテロの温床になるような危険な印象を与

えてしまう、通勤の邪魔になる、プラザの景観を壊 している

そういった批判を受けて、「いったい誰がこの作品を選んだの

さ

写真 1ロ バート モリス(1974年 )『グランドラピッズ プロジェク ト』

写真 2リ チャード セラ (1981-89年 )『傾いた弧』



か」という議論になっていきました。

七字 :場所は、公共の場所なんでしょうか ?

工藤 :そ うです。その作品を選んだのはアー トの専門家委員た

ちですが、そこにプラザ周辺のビルに勤める人々とか、周りの

住民の意見を反映するようなシステムがなかったのです。それ

で、パブリックアートというのはそもそも誰のためのものかと

いう根本的な議論がなされ、やはり基本的には市民のものでは

ないか、それならば、選ぶ時になぜ市民が入らないのか、作品

はサイト・スペシフィックだと言っているが、市民にまったく

理解できないものだと。こうした論争を踏まえて、市民への政

策のアカウンタビ

リティを高めるために、選定にコミュニティの代表者や施設利

用者が参加するシステムが検討され、同時に、作品に何を反映

していくべきかという問題が問われました。アメリカは人種の

るつばですから、何の文化を表象するのかというのはかなり問

題になりました。そしてその後、パブリックアートの制作プロ

セスに市民が様々な形で参加する制度を作っていくことになり

ました。

七字 :参加する市民の資格はどういう形になってるのですか ?

工藤 :公共性が高いものは公開コンペで作家が選ばれることが

ほとんどですが、選ぶ側にコミュニティが入ることもあります

し、また、選ばれた場合に、作家は必ずコミュニティに行って

どんなことを反映してもらいたいのか、コミュニティの歴史や

特色を聞いて作品に反映するということがなされます。また、

場合によっては、その作品の制作や何かストーリーを反映する

ようなお手伝いをするという参加形態もあります。完成後に、

作品に対する教育プログラムが作られることも多いです。アメ

リカの場合も、最初は行政が決めた価値基準で作品を選んでい

ましたが、次第に市民が作っていくパブリックアー トの価値に

光を当てていく方向へと変わっていきました。

3.日 本 における市民参加 について

七字 :そ の点日本での市民参加はどうなのでしよう。公共建築

というのは行政、官からの発注が出発点となっているわけです

が、仕組みは柔軟になってきているのでしようか。

山本 (康 ):公共建築、それに伴うパブリックアー トもそうで

すが、かなり発注が分割されたかたちで動いています。建築そ

のものもパブリックアー トもすべて発注者側が決めています。

ある意味では、公共建築に関しては多くは入札による金額に

よって決めちゃうのが現実で、いくつかはコンペ、プロポーザ

ルになっていますが、多くの自治体ではほとんど動いてないの

が現状でしょうね。

パブリックアートに関しても、やはり日本は最初の頃は1%
条項の中である程度文化的なもの、パブリックアー トを作って

いこうということで、その中で彫刻であったり、絵画だつたり

ということを選定してきました。その選定の仕方も、委員会方

式での選び方と、見積もりというやり方をしています。委員会

で選んだのが多いでしょうけど、その委員会のメンバーをどう

選んだかというと、発注者側で選んでいる。

七字 :大きく言えば、都市の構造、都市の計画がある。もう 1

つは少し目線が下がって、景観という問題がある。それから、

図というかパブリックアー トという 1つの要素が出てくる。こ

の辺りの関連性というのはどうなっているのでしようか。例え

ば都庁の中で統合されていくのか、討議されて最適解を選んで

いくのか。

山本 (康 ):今までは分かれていたというのが現実でしょうね。

ただ、これからは全体と建築とパブリックアー トからランドス

ケープ、これが全部一体になっていっていかないと、街の中に

も都市の中にも影響もないし、そういう動きには今後なってい

くでしょうね。ただ、それにしても、まだ点なんですよね、施

設という点なんです。公共の施設の中に、建築と、もう少し広

げればその施設がどう街中に影響を与えているかということも

出てくると思うんです。ただ、道路系とか、土木系に関しては

まだまだそちらで動いてる形なので 若干ずつ変わって来てい

ますけど。

例えば、汐入 (白 髪)の辺りはすべて住民の方々と意見をや

り取りしながら相当意見を入れて、ほとんど毎週 1回 ずつく
゛
ら

いの感じでやつてます。公園に関してもすべて意見を聞きなが

ら、いろんな委員会があって、住民たちの、利用者の意見を使っ

てずいぶん変わりましたね。

工藤 :何かアートはあるんですか ?

山本 (康 ):アー トはあります。公園なんかは非常にいい、い

ろんなものが出てものすごく人も子供も集まってますね。

工藤 :そ れはやはり住民の意見を反映しているからですか ?

山本 (康 ):住民の意見も反映した上で、結論的にいろんな意

見を集約したからでしょうね。噴水なんかは非常に人気あるし、

それから原っぱが人気があります。

小野 :ごちやごちゃと施設がいっぱいあるような公園ではなく

て、平ったいところに突然として日時計がばんとあって (笑 )

〔写真 3〕 。

写真 3汐入公園『日時計広場J(荒り1区南千住 )

小林 :最近の公園施設、特に環境造形を意識 した巨大遊具など

には造景的、機能的に優れたものも各地に出てきています。確

かに以前に増して公園での事故には管理者は敏感になっていま

す。遊具などの設置存続にも影響を与えかねないところがあり

情緒性など二の次、とにかく安全性が強調されています。しか

し、全体的にはずいぶん落ち着いてきたように思います。ただ、



公園の彫刻などについてはその設置の仕方に稚拙さを感 じるこ

とがあります。よく作家が希望 した場所におく例がありますが、

作家の目は自分の作品ばかりに関心が偏在 していて作品の設置

によって公園全体の作品性が高まるような設置の仕方という視

座が欠けていることがあります。とにかく目立つところにおき

なさいという要求が強い。また小野さんのおっしゃる、公園に

は施設がごちゃごちゃありすぎるという傾向は確かにあります

が、最近では予算不足もあってその点は改善されつつあると思

います。

山本 (誠 ):ア メリカの例を聞いていると、例えばパブリック

アー ト決定のプロセスについて、市民参加という形で選定その

もののシステムが変わって、それが次のステップに行って、ま

た問題が起こったらそれを改善するというように繋がっていま

すけど、日本の場合はそういう継承がなされない。根本的に、

市民意識が結局お役所任せ的な形になっている。また反面で

は、委員会というものに市民の意見が反映されていくシステム

になっていないという限界もすごく感 じますね。

山本 (康 ):ほ とんどの行政は、もしパブリックアー トを設置

するとか、作るということになれば、委員会方式で選んでいる

ことが多いです。

山本 (誠 ):実態としては、何となくそういう形に取り込まれ

ていってしまい、市民が本当の運動として変化を与えていくと

いうことが難しい。

山本 (康 ):委員会の中に多分、今は市民が必ず入ってますね。

ただ、入ってはいるけど入って深い議論をしている例は少ない

です。

工藤 :文化政策とか、都市政策などについては、パブリックコ

メントを求めるようになりましたよね。

山本 (康 ):例えば文化振興条例とかそういうものを作る場合

は、パブリックコメントをとります。だけど、パブリックアー

トを、そこに設置することに関するパブリックコメントを求め

ることはないですね。

工藤 :例えば、ロンドンのトラファルガー広場に彫刻を置いて

テンポラリーで変えていくというプログラムがあります。作品

を選ぶときには、委員会制度があって、専門家が 5人か 6人

く
゛
らいに候補者を絞り、その段階で公にしてパブリックコメン

トを聞くんです。パブリックコメントの投票で決まるわけでは

ないですが、それをフィー ドバックして最終的な作品を選ぶプ

ロセスがあります。日本はまだ市民からの声をパブリックアー

トの計画の中に反映するところまで距離があるかと思います。

佐々木 I制度や行政のスタンスだけではなくて、市民のまちに

対する関心度や公共意識の成熟度などもすごく関係してくると

思うんです。日本でも意識の高いところはあるし、そういうと

ころはあまり行政も心配しないでいろんな人たちの自発的な活

動を吸い上げつつ、それに対して補助 しましょうという形を

とっている。

山本 (康 ):私 は三鷹ですけど、三鷹は一般的に市民に無作為

で案内を出して、その方たちに「なりませんか、委員に」とい

う形にしてますからね。港区もそうですね。公募者はだれでも

いいと。

工藤 :そ の点は、非常に重要なところだと思います。アメリカ

では、市民の関心度や成熟度の違いを前提とした上で、いろい

ろな議論なされ、活発に意見交換されること自体が大切だと考

えられています。それを目的としてパブリックアー トのプロ

ジェク トを計画 していくんです。

山本 (誠):や はり行政もそれく
゛
らいの覚悟をする必要があるし、

それから市民も覚悟する必要があるし、両者が覚悟の上でやっ

ていかないとということですよね。

4.パ ブ リックアー トの維持管理、保全

七字 :管理 リス トに影 しい数がもう蓄積されてるわけでしょう

けど、メンテナンスはどうされてるんですか。       ｀

山本 (康 ):え一、ほとんどしてないでしょう。 (笑 )

工藤 :メ ンテナンスの状況がどうなっているか調査 したことは

あるんですか。

山本 (康 ):行政的にはどうなんでしょう。 してないん じゃな

いでしょうかね (笑 )。

日高 :パブリックアー トに関する論点は大きく4つあると思い

ます。1つ はパブリックアー トの現状と展望、これは大きなテー

マです。次に、パブリックアー トの設置に至るプロセスがどう

なってるか、この切り込みがやられていない。 3番目が現状の

パブリックアー トの実地の調査。それから4番目がパブリック

アー トの維持管理、保全のシステム。これはだれもやってない

んです。だからこれはやっぱりやんなきゃいけないんじゃない

のかな。

山本 (康 ):水系とか動 く系は、動かなかったり水が止まれば

その辺りの対応はするんですけれども、それ以外はほとんど何

もしてないでしょうね。

小林 :今の山本さんの発言には多少抵抗がありますね ―。公園

などは利用者が直接的に生活にかかわってきますからきめの細

かいメンテナンスが求められていて、場所によってはすごく細

かな調査がされています。公園の管理運営を批判 している人が

いますが、最近は完全とまでは行かないまでも公園の管理運営

は変わってきていますよ。

日高 :ア メリカでは、維持管理は行政として毎年いくらつける

という、そういう法律があるんですか ?

工藤 :90年の中頃くらいから、「パーセント フォー・アー ト」

というパブリックアー ト予算の枠の中に、メンテナンス費を入

れなければいけないとか、何 %まで入れるかなど議論がありま

した。今は予算化 しているところが多いと思います。

山本 (康 ):日 本だと、建築でさえ事後保全で、予防保全なん

てほとんどしてません。設備系でも何かあったらやるという形

ですから。当然パブリックアー トであれば、よっぽどじゃない

限りは

佐々木 :予 防保全という意味では、東京都が橋梁の補修を予防

的にやっていこう、特に勝園橋のような文化財になっているも

のは、200～ 300年後まで保存できるようにしようというこ

とを始めています。もう 1つ は公園の遊具。小林さんも言われ

K



ているように幼児がけがをしたりすると問題になるので、定期

的にメンテをしていこうということで基準が作られています。

安心、安全の切り口であるとメンテナンスヘの意識が向きます

けど、アー ト作品の価値を保つためというと、ちょっと日本で

はまだハー ドルが高いのかなという気がします。

小野 :私が地方都市のある子供公園に日時計を作って、作った

のはいいんだけど、 1年ぐらいして行ったら、別な色に塗られ

てたというのがあって (笑 )。 おれの許可はなくていいのかな

あなんて思って。

七字 :それは著作権の問題になってきますよね。

小野 :だから、地方のそういう作品に対 しての意識というのは

何なのかというな、うに私は思ったわけです (笑 )。

工藤 :ア メリカで、ある街でつくられた彫刻を金色に塗ってし

まったという事例があります。というのも、1930年代のニュー

ディール時代からの数多くのアー トが国内に集積 していますの

で、コミュニティによってさまざまな扱いがあるわけです。

小野 :僕のところは銀色 (笑)。

工藤 :そ れに対 しては、作家に無断というところは問題残りま

すけど、そのコミュニティの人がそのアー トを無視 していたら

そんなことは起こらないわけで、自分たちがそこにあるクリ

エーションを付加 しようして、ある意味で愛着があるから変え

ていったんじゃないか。作家が作ったもので作品が完成となる

んではなくて、その後、コミュニティがそれをどう扱っていく

かという課題となり、おもしろいなと思いました。

園浦 :ニ ュー∃―クに住んでいたときに町を歩いてると、普通

の人がアー ト作品をお掃除しているんです。どこの人なのかな

と思ったら、交通違反を何回するとそのペナルティとして例え

ば街の掃除をしなくてはいけないということがあって、その一

環として、道をお掃除するのと一緒にパブリックアー トも磨い

ちゃいましょうと。だから、パブリックアー トと街が別のもの

じゃなくて、道の一部として、お掃除をする対象のものである

という考え方と、そういうペナルティであなたはここを掃除し

なくちやいけないということが合致してるところがあつて、社

会的にパブリックアー トが特別なものじやなく、まちの一部と

して存在 してると感じたことがありました。

山本 (康 ):愛着があるものは残るんですよね、絶対に残って

きますね。ただ、今まではどちらかというと行政が決めている

んですけど。愛着のあるパブリックアー トであれば、自然に残っ

ていくと思います。

園浦 :ニ ューヨークなどでは、そのパブリックアー トが汚いと、

「ここ汚れてますよ」と文句を言う市民がたくさんいて、汚い

ままに置きっぱなしにしておくこと自体が恥ずかしいという、

そういう感覚も多分にあります。また、隣の芝生がぼうぼうに

なっていると怒られるという、社会的にそういう感覚が根づい

ているので、そういう意味ではパブリックアー トはきれいであ

るべきであるとか、メンテはするべきであるという、根本的な

感覚がアメリカ人の中にはあるんじゃないでしようか。

七字 :ま さに公共意識なんでしようね、きっと。日本ではなか

なか考えにくいところですね。

小林 :ち よつと反論するようですが、パブリックアー トに限定

せず公園という視座で申しますと、今日本の公園管理運営は大

変進んでいます。国営公園だけでも約 4万人のボランテイア

がいて多様な公園利用を楽しみながら維持管理、あるいはイベ

ンターとして活躍 しています。東京都の公園でも 5千人のボ

ランテイアがいます。これらの人は社会的に豊かな経験と知恵

のある世代の方が多く、今このボランテイアを17kき にして公園

の維持管理など語れないところにきていると感 じています。

このような姿を直接見ていると日本人の勤勉性、繊細さは清浄

さの中に神仏が宿るという民族的な美的センスは世界に類がな

いといえます。日本人も捨てたものではないですよ。

日高 :日本だって昔からそうしたまちの意識はありますよ、門

掃きをするとか。我々、子供のときは、やっぱり門掃きはしな

きゃいけないという教育の下にいたからね。ちゃんと朝起き

りゃあ、だれかしら自分のところじゃないかもしれないけど、

落ち葉があれば掃除してたというのが普通だったけど、今はあ

んまりやらなくなっちゃったよね。

5.パ ブリックアートとは何か

七字 :パブリックアー トが設置される場所は特別な地域 じゃな

いですか。例えばスーパーブロックの開発で充分余白があって、

つまり公開空地や有効空地があって、開発規模をスケールダウ

ンさせて環境化するためにパブリックアー トというスパイスが

欲 しいみたいな。今ひとつ注目したいのは日本の固有の風土に

あるもの、例えば寺社。日本へ来た海外の環境デザイナーが鳥

居を見て、これこそパブリックアー トだと言つた記事を見たこ

とがありましたが。こういった寺社の持っている造形はな、んだ

んにありますよね、それぞれの地域に。

小野 :角 のお地蔵さんとか。

七字 :こ ういうものも取り込んで考えを進めると、パブリック

アー トは一面、日本の風土や伝統を抜きに考えられないものが

ある。そこで祭り論になったりするのだろうと思うんですけど。

山本 (康 ):私もそう思ってるんです。みこしというのは、大

きな意味では、固定はしてないけどパブリックアー トで、シー

ズンごとに使ってるんじやないかと。

七字 :特 にねぶたとか、毎年違うわけですよね。形を作って。

日高 :政策でどうかとか、パブリックアー トを距離を置いて見

ている立場ではいいと思うんですが、じゃあアTテ ィス トの責
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任って何なのかということがほんとは重要なところだと思いま

す。パブリックアー トの中に求められるものはいったい何なの

かということについて、いろんな視点があると思うけれども、

やっぱり何かそこの独自性だとか、地域性、場所性みたいなも

のを持ってないと、なぜそこに置かれてるかという問題がなく

なってしまう。例えばアメリカやイギリスの場合はこういう形

というのがあってもいいんですが、じゃあ日本ではどうとらえ

るのかという、その辺りについてそろそろ言い始めてもいいん

じゃないかという気がします。例えば、パブリックアー トとい

うのは、半永久的にそこの場所に置いておかなくてはいけない

のか。2年、3年たったら別な物が来るとか、そういうことだっ

てあり得る。反面で、お寺だとか神社だとかは、そこの土地で

何代にもわたって、維持管理も自分たちの責任でやってきた歴

史がありますね。これはちょっと特殊な世界かもしれないけれ

ども、お祭りなども確かにアーティス ト的な要素の人間がいな

いと続いてないわけです。ですから、アーティス トの立場で公

共の空間でどうかかわっていくかということが、これからの

テーマなのかなと僕は思っています。

佐々木 :そ の意味で、パブリックアー トはどこまで行っても文

化政策なんでしょうか ? ニューヨークの例でも、だれのため

のものかという議論がある。日本ではどちらかというと文化政

策として、いい作品に触れてもらうような話になってしまうで

しょう。そうすると、結局どこに置いたっていいということに

もなりかねないし、作家の感性をお披露目するだけの話になる

んじやないですか ?作家というのは、その場のさまざまなエッ

センスを吸い上げて、それを多くの人が共有できるような 1つ

の形なリシンボルなりに作り上げる専門家の顔もあって、その

表現として、結果、アー トなり、例えば「エンジェル・オブ・

ザ・ノース」みたいなものもできる。作家の個人名がまず出て

きて、それと文化政策をリンクさせていくという形がすべてで

はないような気がするんですが。

日高 :今からもう 40年 ぐらい前から、日本のアーテイス トの

中でも自分の名前を消すという運動も起きています。今、それ

は話題になってないですけれども、そういう時代もあるんです。

佐々木 :今はどうなってるんですか。

工藤 :確かに特別な才能を持った天才的なアーティス トが作っ

たものを公共的なところに置いて、それを一般市民のあまり創

造の能力が高くない人たちが拝めて、芸術教育されるというよ

うなパブリックアー トの時代というのは終わったと思うんです。

七字 :ほんとにそうですか ?む しろそれだったら、アー トと言

わずともオブジェでもいいし、何か装置でいいわけですよ。

工藤 :た だ、そのアーティストの概念自体も昔ととても変わっ

たわけですよね。たった―人の人が作品を作るというものから、

何人かでコラボレーションして作るとか、観客が参加してこそ

できる作品というのを考えるアーティストもいるわけです。パ

ブリックの概念も変わってきているし、アー トの概念も変わっ

てきていますから、それはよく整理して考えないと、議論がか

なり錯綜する恐れがあると思います。

七字 :だけど、そういうぶヽうに議論が錯綜するほどのカオスな

んでしょ、アー トって、今。つまりその場所にそれなりの歴史

的な由来があったり、あるいは居住 してる皆さん方の生活意識

や風土があって、そこにしかも、その人たちが参加 して、アー

ティス トがそれを十分理解 して、しかしこうだよというような

新 しい作家の精神性なり、あるいは意思を加えたものを作るわ

けでしよ。 じやないと、アー トって言えないんじゃないの 7

小野 :それは、メッセージ1生のことを言ってるんじゃないかなと。

七字 :そ うです。メッセージ1生 じゃないの、アー トって。その

辺はどうなんだろう。

佐々木 :そ れは、メッセージ性の表現の仕方で、建築の作品主

義も同じだと思うんです。景観政策から言えば、作品性よりも

景観に合わせるという要素があるわけです。好き勝手に作るな

と言ったら、それは建築じゃないのかという話と似たところが

ある。

山本 (康 ):2通 りあるんじゃないですかね。同じ建築でも、シ

ンボリレ性のある建築と、景観としての建築とね。

小林 :景観というのはオニマス (作品性)とアノニマス (非作

品性)が共存しているんです。特に自然環境はある意味で生き

物空間ですから常に空間構造 ・機能が変化 します。たとへば建

設直後の建築が環境と乖離していてとても見られないといわれ

ていたものが、ある時期から評価されるようになる。少 し視

点が違いますがアクロス福岡など当初 77種の樹草を植えたも

のが後からの補植と小鳥の糞などから異なる種類が増えて 120

種近い種類がそれなりの景観を作っている。いまや福岡のシン

ボルのひとつになっている面があるのではないですか。

七字 :そ うか。パブリック、公共というみんなが周知されるよ

うな状況と、アー トというある種、個のメッセージなリシンボ

ル1生みたいなものもあるのかもしれない。

園浦 :最近、ミッドタウンの安田侃さんの作品を見たときに、

昔は例えば「さわらないでください」「傷つけないでください」

という雰囲気で置いてあったのが、安田侃さんの作品は穴が開

いていて、そこに子供がみんな入って写真撮ったりしてて、きっ

とこの目的もありで作ったんだなという感じをすごく受けたん

です。だからパブリックのスペースに置くことを前提としてい

るという意識を作家も持ってきているんではないかという感じ

はしました。

工藤 :最近は日本の作家でも、公共空間をどうとらえるかとい

うことを前提として作っている方は多いですね。

園浦 :遊べて、さわって、使って、その中で、ここに来て、そ

こで写真を撮ったんだというパブリックアー トの使い方もあり

なんだなということをすごく思ったんです。

七字 :そ れは遊具とあんまり変わらないんじゃないかという意

識もあるけど。

工藤 :遊具と限りなく似たパブリックアー トというのも今あり

ますけれど、それは遊具だと規定してしまう縦割り的な理解で

はなく、どこに視点をおくかだと思うんです。

小林 :例 えば、昭和 28年の池原謙一郎さんの入り谷南公園の

石の山などはモダンアー トとして評価されましたし、昭和 36

年ころに球形のプレイスカラプチュアーが渋谷区の児童館前庭



に作られましたが、これらは完全に作品性を意識した遊具その

ものです。

七字 :そ こが古いんですね。

小林 :子供の遊びに利用されるから芸術性がないという考えは

七字さんが言うようにまったく古いといわざるを得ないですね。

佐々木 :パブリックアー トという言葉自体に議論がある。つま

り、アートという言葉に引きずられていると思うんです。アー

トというと芸術作品的なニュアンスがあるために文化政策とし

てお披露目するという展開があった。その時代が終わったとい

うことは、パブリックアー トと称されるものが公共空間でどう

いう意味、機能が担えるのかという方向が徐々に出てきている

んだと思います。そうであるなら、例えば、パブリックシンボ

ルというとわかりやすい。つまリパブリックシンボルを置く必

要があるかないかという話になる。ここの住民は地域としての

何かシンボルを欲しがってるかどうかというほうが非常にわか

りやすくて、アートと言うと好き嫌いや、アートである必要が

ある、ないという話にどうしてもいってしまう気がします。

工藤 :た だ、それはパブリックアー トの機能がシンボルだとい

う前提だと思うんです。パブリックアート政策が世界で行われ

ている理由は、地域のアイデンテイテイやシンボルを作るとい

う他に、アーティストがユニークな橋をデザインするとか、公

園全体をデザインするとか、パブリックアートの表現が多様化

してるんです。それは、やはり都市景観をもっと刺激的でクリ

エイティブなものにしたいという意識が行政にもあり、地域コ

ミュニティにとって便益があるという認識があるからです。つ

まらない空間よりおもしろい空間に人は住みたい、そういう空

間を作れば、またいい人材もその都市にやってくる。今は都市

間競争の時代なので、パブリックアー トにはそのような意味も

あるのではないでしょうか。

山本 (康 ):今のはわかりますね。単体 じゃなくて、街とか都

市とか、それからランドスケープとか、全部がやりたいという

人もだんだん増えてきていますよね。

工藤 :そ れから、もう一つの問題は、パブリックアートが 1つ

の都市でここは民間が作り、あちらは行政が作り、あそこは街

づくりとなると、まったく違うメッセージを持った作品が同じ

都市の中でごちゃ混ぜになってしまう。だから、文化部門の中

にパブリックアー トの担当部署を作って、それぞれの部署で計

画する公共事業に対し、パブリックアー トのプログラムとして

どう位置づけていくかということを管理しています。そうする

と1つの都市の中で面としての効果がく
゛
っと高くなるんです。

山本 (康 ):そ れはやはり地方の都市ではそういう範囲ででき

るけど、東京のようなところでは、景観というキーワードでは

押さえられても、パブリックアー トだけで押さえるというのは

なかなか難しいなと思います。

日高 :そ うすると、パブリックアー トというのは、応用芸術と

見るのか、純粋芸術として見るのかということで変わるような

気がするんです。ピカソの話というのはどちらかというと、応

用芸術ではなくて、純粋美術の中で訴えたいもの。当然、作家

で芸術家というのはそういうものが芯にあるから、ああいう作

品ができる。じゃあ、公共の空間に景観を作る 1つ の要素とし

て考えると、純粋美術では要求されないものが出てくるわけ

じゃないですか、応用芸術という形で。デザインとはちよっと

違うのかもしれないけれども、デザインが応用美術と言われる

ように、何かその辺りのところが、どこからどこまでとは言え

ないけれども、あるのかなという気がしますね。だから、アー

ティストが関わるときに、どちらの意識を強く持つかというこ

とで、純粋芸術としての要素、市民に何か発信するものがなけ

れば、アーティストってやりがいがないよね。むしろ職人になっ

ちゃうから。職人プラス、自分たちが受け取つた今後に対して

自分が言いたいものというのは、やっぱリアーティストという

のは持ってるはずですから、それをどういう形で表現に出すか

ということだという気がするんです。

工藤 :や はり時代がある境目に来たかなと思います。今まで純

粋芸術とデザインというように分かれていましたが、現実社会

を見ると、それ程はっきりとは区分けされていない。これをい

かにカテゴライズしたらいいか、多くの人が頭を悩ませている

気がします。例えばデザインについても、それまで純粋アー ト

だけの時代があって、19世紀の終わりにはグラフィックデザ

イナーやプロダクトデザイナーという職業ができた。これは芸

術家という職業の分岐点だったと思います。それが今、パブリッ

クアートを考えるときに参考になるフレームなのではないかと

考えているんです。

6.パ ブリックアー トの可能性

山本 (誠 ):パ ブリックアー トが 1つの地域のバリューを高め

る役害」になるという視点はすごくあると思うんだよね。ただ、

そのバリューを高める高め方もいろいろあって、例えば境港の

水木しげる□一 ドなどは全国区の話題になるわけで、バリュー

の高め方もある意味タレント的でてお客さん集めましょうと。

例えば体が悪いときに薬で治すのか基礎体力をつけて治すのか

みたいなところもあって、そういう高め方というのもあるだろ

うし、もうちよっと地道な高め方もあるんじゃないですか。僕

は今までアー トという視点よリデザイン的視点でものを見てき

たし、仕事も環境という視点から見てるので、環境によってそ

この地域の価値を高めるという視点はものすごく重要だと思い

ます。例えば美しいものは機能的だという考え方もありますし、

だからアー トというようなものだけに視点を置いていくという

のはちよつとどうなのかなあとは思いますね。

工藤 :い ろいろな方法論があると思いますが、パブリックアー

トは「プレイス・メイキング」という役割として期待されてる

んですね。

七字 :あ あ、わかり易くていい言葉ですね。

工藤 :そ の場合、その場所をどう豊かに高めるかということだ

と思うんです。プレイス・メイキングとは、例えばその地域の

昔話や歴史性などを、アートがどうやって再構築して、市民に

新しく提供していけるかということでもあると思います。

山本 (誠 ):ま さにそうだよね。

佐々木 :都市間競争の中でガイドラインに基づいてパブリック



アー トを展開していく目的はわかりますが、そこだけ取り出し

てしまうと、パブリックアー トは都市だけのテーマということ

になりかねない。またパブリックアー トの芸術性ということを

言えば言うほど、お金があるところだったらできるけど、お金

がないところはどうするんだという話になるんじゃないですか ?

工藤 :例えばニューョークで、パーセン ト フォー・アー トと

いう予算措置を行っていますが、日本よりもアメリカは格差社

会で、ほんとに貧 しいエリアというところがあるんです。そこ

で、公立小学校には必ずアー トを入れていく仕組みをつくって

いる。あるいは、小規模予算ですが、コミュニティセンターに

もアー トをつくっていくんです。それはやはり、市民だれでも

がアクセスでき、芸術作品とに接する機会を作らなければなら

ないという理念から来ています。だから富裕層だけが来られる

場所ではなくて、貧しい人も日常的に見られる場所にアー トが

計画されるんです。ニューディール政策の時も、田舎の小さな

郵便局町まで、壁画を入れました。あれと同じ精神が現在でも

流れているんです。

園浦 :そ れから、アメリカは寄附がすごく発達 してるので、「あ

なたの作品を寄附で入れたいJと、最初からそういう条件で話

が進むことも結構あるんです。お金をかけないでもアー トに接

する機会を、より多く与えていこうという

佐々木 :日本でも小学生などが日頃からアー ト的感性に触れる

ということは意味があると思うんですが、であれば、例えば都

心の空間に『LOVE』 をぽんと置くということではなく、ちょっ

写真 4ロバー ト インディアナ (1995年 )FLOVEJ

と飛躍 しますが、いわゆる児童公園、現在の街区公園に置いて

あるコンクリー トでできた象やカバの代わりに、あまりお金を

かけないでプレイス・メイキングするということであれば、こ

れは大変納得できます。特に最近は、高齢者の方たちの利用も

増えていますから、それが地域のシンボルになるということに

でもなれば、なおさらいいですね。〔写真 4〕

山本 (誠 ):そ の地域の価値を高めることには住民はだれも反

対 しないし、行政も税収が増えて一番いいわけで、そうしたプ

ログラムができれば、ものすごくおもしろいと思うんです。

山本 (康 ):地域の価値を高めることは、みんな総論賛成です

よね。バリューを高めることは絶対賛成です。ただ、そのプロ

グラムでアー ト1つ、駅前に置くかというだけじゃとても無理

なんです。やっぱり何かそこに、街としての都市の中にどうい

う全体としての考え方があるか、さっき言った水木 しげるの話

でもいいと思うんです。

山本 (誠 ):例えば、園浦さんが言ったように、市民の寄附が

成り立つとか、作品の寄附も集めていくということまでシステ

ムとして提案 していって、その地域独自の方法が何か開発され

ればすごくおもしろいんじゃないですか。

山本 (康 ):今 日、たまたま三鷹の市報を見たら、 1面に「あ

なたの寄附を求めてますJと いうのが出てるんですよ、びっく

りしちゃってね。市が寄附をいくらでも受けますというのがね。

その中にはお金もあるでしょうし、そういう作品もありだと書

いてあるんですよね。

小野 :ほ んとに町や市の税金で作ってくれと言うんではなく

て、自分たちの力をボランテイア的にやりながら、それはメン

テも含めて、やはり市民が下から行かないとだめだよね、絶対

に。そうすれば、それがシビックプライ ドにもつながるわけだ

し、自分たちのまちを良くしようという動きに繋がっていくと

思いますね。

工藤 :こ れまで、『LO∨ E』 がつくられた新宿のように、大規模

開発がやはり日本のパブリックアー トに多かったと思います。

もっと一般の人が自主的に関与できるプログラムを増やしてい

くことで、アーティス トも参加する機会が増えていくのではな

いでしょうか。受容者だけじゃなくて、作り手にも還元される

ような政策が意味あるものなのだと思います。

山本 (康 ):そ ういう話とか。例えば小学校とかね、二宮金次

郎の像が全国ほとんどの小学校に置いてありましたよね。 (笑 )

そこに、ボ トムアップか、上から考えろという話が来ればいきな

り変わっちゃうと思います。

佐々木 全国的には、人口減少と高齢化で財政も厳しく、かといっ

て住民はアー トのことまで考えるほどの余裕もないというェリ

アのほうがはるかに多くて東京などは別格です。ですから、今み

たいな話に広がっていくと、多くの地域で可能性が出てくる。

小野 :シ ビックプライ ドでね。

七字 :千葉の先に公団が開発 したニュータウンが点在 して 4つ

くらいあるのですが、いずれもコミュニティが崩壊 していて、

防犯上もいろいろ問題が起きていた。そこでなんとか四つの

ニユータウンを繋いで地域の魅力を復活させるという企画を

北川フラムさんに相談 した。その企画が『菜の花里美発見展』

でした。それぞれのニュータウンに何十という拠点を作って、

大学のゼミやアーティス トに呼びかけて住民と一緒にワーク

ショップを作ってコラボをしたんですよ。例えばある場所では

ペットボ トルの風車の畑とかね。アー トフロントの石井博美さ

んの案内で行ったんですが、それぞれ知恵があって面白かった。

何よりも住民の表情が誇らしげで印象的でした。今回の座談会

に石井さんが参加されていないのは残念ですが、妻有の トリエ

ンナーレは今年ですよね。

工藤 :住民の気持ちが変わったり、住民がちょっとク リエイ

ティブな考え方ができるようになるとか、そういうことが今、

とっても重要だと思います。都市力とか地域力が上がるのは、

基本的には住人の何かが変わらないといけない。アー トによっ



て何かきっかけを作れないか、ということが模索されているの

ではないでしょうか。

山本 (康 ):特 に今、問題になっているのは流動性のあるとこ

ろです。いろんな流動性があって非常に子供たちが荒れて防犯

性が必要です。そこにパブリックアー トを入れながら皆さんと

やれば、そこの文化が変わるかもしれないですね。そういうキー

ワー ドには、結構、行政も乗りますね。

山本 (誠 ):流動性もあるかもしれないけど、沈滞性もあるじゃ

ないですか。沈滞性のところも、ぜひ。 (笑 )

工藤 :例 えばイギリスやアメリカだと、行政からコミュニティ・

アー トのプログラムヘも助成金が出ます。やはりお金がないと、

市民が内発的に何かプロジェク トをやりたいと思ってもできな

い。それに対する行政支援があります。

山本 (康 ):そ れは出ると思います。多分ね、そういう、例えば今、

沈滞性でも、流動性でもいいんですけど、そういうことによっ

て悩んでること、山ほどあるわけです。それを文化で解決がで

きるとなれば、いくらでも補助金出してくれるでしようね。

工藤 :そ うですか ?(笑 )

日高 :視点を変えるとね、日本はどんなに貧 しいところでも、

祭りだけは続けてるんだよ、不思議なんだよ。お金がないのに

神輿まで作ってやるんですから。

七字 :ま ちであり地域であり都市であり、それにさらに場を借

りた生活圏というか、ある種、景観を含めてそれらの再構成の

時代になってきている。それにパブリックアー トがどう効果的

に加わっていけるか、エッセンスを作っていけるかということ

だろうと思うんです。今日の話は、パフォーマンスから物から、

非常に幅広いけど、そういうものを含めてのパブリックアー ト

という概念で考えていいんですかね。いや、そういうふうにど

うしても行き着くようなところが、これは日本の風土でもある

だろうし。

工藤 :む しろ、「広場の中の彫刻」=「パブリックアー トJと い

う考え方ではない、ということなのではないでしょうか。日本

では現在、地方で多くのアー ト・プロジェク トが実行されてい

ますが、それが広場の中の彫刻という意味でのパブリックアー

トとは乖離している状況なんです。それが非常にもったいない

と思います。どういう新 しい仕組みであれば税金を投入しても

市民のためになるか、という議論をすることが建設的なのでは

ないかと思います。

山本 (康 ):今、東京都の中で、地域とか区とかある程度の地

域をだれか一人の人が全体を見ないと、パブリックアー トを含

めて、景観を含めて全部を見なきゃいけないだろうという議論

も出てるんです。一人の人になっちゃうとその人の資質によっ

て全然違っちゃうので、それは大きく影響ありますけど。

七字 :日本の場合、今どこでも言われていますね。技術にして

もものづくりにしても個々の専門性はものすごく深化 しながら

付加価値も高いのですよ。ただ、それを横に繋いだり、あるい

は被せて見せる統合性がない。統合性の問題は建築界でもそう

だと思います。個々に優秀なデザイナーは数限りなくいますし、

若い人たちもどんどん輩出してきている。しかしご自分の作品

が街や景観にどう拠ってきたのか、結果、どう影響力を与える

のかについてのコメントはあまり聞かない。建築はやっぱり敷

地主義から一歩も出ていないような気がします。

佐々木 例えば工業製品でも、携帯など日本的な細かい技術は

たくさん持っている。でもパッケージとして出来上がってみる

と、やっぱり ,Phoneが 売れちゃったりするわけです。景観も

そうですね。みんなよかれと思って「禁止看板」とか「横断幕」

とかをつける。そうすると、結果として非常にチープな街になっ

てしまう。新宿区のポイ捨て禁止活動などひどいものです。ガー

ドレールの柱にまでシールが貼ってあるし、歩道にはプレー ト

が埋めてある。街中に禁止看板はあるし、それ自体が景観を著

しく損なっている。でもやってる人は大まじめなわけです。そ

ういう合成の誤謬だらけで、全体をコーディネー トする、 トー

タルで見る人が全くいないことが一番問題なんです。

工藤 :日本って禁止する方向が多いですよ。その地域によって

景観つて違うわけだから、どれだけその地域の独自性とか、創

造的な空間を作っていけるかという問題が全然解決されない。

佐々木 景観のガイ ドラインはすごく難 しいと思います。落と

しどころが見えづらい。交通標識とか、禁止看板といったもの

については、警視庁がゾーン規制に変えようということを、つ

い先々月ぐらいから言い出しました。なぜかというと、いくら

「危ない、飛び出し注意」だとか、横断禁止だとかやったって、

高齢者の、それも歩行者の事故がものすごく増えてるという現

実があって、今のまま対処療法やっても改善されない。だから

ゾーンでやりましょう、ここにはもう車入れないとか。そうな

ると、結果としてはその中にある、汚らしいものは消えてくわ

けでしよ。そういう落としどころが見つけられるとうまくいく

んです。

山本 (康 ):確かにそうなんです。今は建築、景観は、その地

域と今までの歴史軸と地域の特殊性 とで考えて、100mメ ッ

シュの中で、その建物がどうあるべきか、その景観がどうある

べきかということを、建築家自らがまず考えてくださいねと。

単独にいい悪いじゃなくて、全体の街の中で、その建築、また

はランドスケープがどうだということまで考える。

七字 :そ れはどういう8、 うに進めてったらいいんだろう。それ

は東京都なり、あるいは行政区なり、各地方公共団体が何かやっ

ぱりそういう機会を ¨

山本 (康 ):そ れで今度動こうとしています。       _
七字 :た だ、仕組みまで作っていかないと、これは民間でやれ

というわけにはいかないでしょうし。プログラムの大きな筋込

みだけはやつていただかないといかんのじゃないですかね ?

佐々木 :そ の点からいえば、今日はお話しできませんでしたが、

景観誘導・調整手法として英国の CABE(英 国建築都市環境委

員会 )と いう制度は、日本でも大変参考になると思いますし、

山本さんがお話 しされた、東京都としての新しい動きとの比較

検証なども別の機会にできればと思います。

七字 :と いうことで、何となく話が拡散 して終わりますが一こ

の拡散具合がまた何かの可能性に繋がるということで (笑 )、 本

日は終了したいと思います。長時間、ありがとうございました。



■現代都市におけるパブリックアートの実践

クリエイティブな都市環境を求めて

文化政策,パブリックアート制度

工藤 安代

はじめに

∃―ロッパ及びアメリカ合衆国を中心として、パブリック

アー トは、過去 20年あまり行政の文化政策として進展を遂げ

てきた。∃―ロッパ諸国のみならず、カナダやオース トラリ

ア、中国、台湾、韓国といった国々においてもパブリックアー

トは文化政策の 1つ として着手 し始めている。その中でも、ア

メリカ合衆国は、すでに約 350ヶ 所の公共機関 酬 や市行政等)

がパブリックアー トを制度的に取り入れている ″
パブリック

アー ト超大国
″ である。

このように世界の国々でパブリックアー トが進展してきた理

由としては、第 1にパブリックアー トが、都市開発や再生事業

などの都市政策と強いつながりを持つ文化政策であること、第

2に一般市民の芸術享受の機会を増やす芸術教育策であるこ

と、第 3に アーティス トの作品制作と発表のための芸術支援策

であること、があげられる。主にこの 3つの公益1生 によってパ

ブリックアー トは行政が公金を充てて実施する公共政策として

位置づけられてきたといえる、これは、1930年代の世界大恐

慌下のニューディール芸術政策の時代、職を失ったアーティス

トを支援 し、都市部のみならず農村地区に住む一般市民に本物

の美術作品を鑑賞する機会を与えるために、全国の郵便局や公

共施設に美術品を設置 してし`った公共的目的と今日まで変わら

ない点である。

海外のパブリックアー トの実践状況

さて、今日のパブリックアー トはとぃうと、第 1に あげた

傾向、すなわち都市整備や景観施策との関わりがよリー層強ま

る傾向にある。その背景には、1980年代以降の経済構造の変

化やグローバル化の進展から、激しい都市間競争にさらされた

欧米の中規模都市が、芸術文化の持つ創造性に注目し、都市を

文化の力で再生 していく考えを取り入れはじめたことにある。

それでは、こういった都市潮流の中で、パブリックアー トは現

在いかに実施されているのだろうか ?

日本において、パブリックアー トというと、広場や公園、庁

舎前の大スケールの抽象彫刻や、 ″
彫刻のある街づくり

″
事

業によって街に設置された中規模彫刻がイメージされる傾向に

ある これらの彫刻は,単発事業の中で担当部局や首長が決定

するため、近辺にすでに設置されているパブリックアー トを考

慮せず無計画に設置されていくことが多い。このため、街全体

のイメージを高めていくどころか、 ″
彫刻公害

″ とまで椰楡

されるまで批判がされている。都市空間の中で
″
点

″
的に事

業化されたパブリックアー トは、街全体の ″
面

″ として相乗

効果をあげることができず、そして現代社会に生きる人々の文

化や芸術のニーズから乖離 してしまっている。

一方、先にふれた欧米諸都市での今日のパブリックアー トは

というと「都市の活力を増加させているもの」、「地域社会の創

造性を高めるものJと して、文化戦略的に捉えられている。表

現も多種多様化 し、パブリックアー トの既成概念を超えた作品

も数多く現れている。

アニッシュ カプーア 〈cbud Gate(雲 の門)〉

シカゴ市ミレニアムパーク

そこで現代の海外のパブリックアー トの傾向や、その仕組みな

どについて、作品数の多さもさるとこながら、制度の洗練度も

突出 しているアメリカ合衆国の実施状況 について簡単 に説明 し

てみたい。

はじめにパブリックアー トの計画 運営・実施管理について

は、州・市などの文化部に属する「パブリックアー ト・ア ドミ

ニス トレーター」という専門官が行っている。都市規模により

差はあるが、平均 3名程度配属されている。日本では馴染み

のない職種であるが、自治体のパブリックアー ト政策に関する

マスタープランを策定し、年間のプロジェク ト管理、行政内管

轄者及び施工者、その他関係者の間を調整し、完成までの一貫

したマネジメント業務に責任を負う。

行政内では、パブリックアー ト計画の対象となる全公共事業

に関して、専門官が責任を持ち、「パブリックアー ト・プログ

ラム」として実施される。「プログラム」の中には、恒久的な

美術作品の制作委託だけでなく、テンポラリー作品の制作委託、

公開展示を前提とした既存の美術品の購入、都市開発デザイン

チームヘのアーティス トの参画推進、コレクションのメンテナ

ンス、普及教育プログラム等が含まれている。この点が、恒久

作品のみをパブリックアー トとしている日本との大きな違いで

あるといえよう。また、近年では
″
パブリックアー ト

″ とい

う言葉を使用せず、
″
アーバン・アー トプロジェク ト

″
や

″
シ

ビック・アー ト
″
、 ″

アー ト・イン・シティ
″ という言葉も

使われる傾向にある。

「パーセント・フォー・アー ト」 (ア ートのための%)

では、このようなさまざまなプログラムを執行するための資

金源は何かというと、「パーセン ト・フォー アー ト (ア ー ト

のための %)」 という制度を使っている自治体が大半である。

すでに日本でも良く知られたものとなっているが、公共建築の

新築及び増改築に総建設予算の 1%前後を強制的、または半強

制的にアー ト作品委託やプロジェク ト等に害」り充てる文化制度

であり、パーセンテージや、対象となる建設事業 (土木事業を

含ませるかどうかなど)の決定、民間開発事業への対応、作品の

選定基準、市民参加のあり方など、各自治体によって詳細に工

夫されている。表 -1を 見てもわかるように、アメリカでは 80

[



年代この制度を条例化した行政組織が急増 している。

この制度の利点として考えられるのは以下の 4点である。

1)予算確保を安定化 (自 治体の一般財政の変動に影響を受け

ない)、

*表 -1

2)公共事業の規模につり

合うアー ト予算が得られる

(近郊公園の小スケール作品

から再開発の大規模なものま

で)、 3)全 体計画の初期

段階でアーティス ト選定が

可能 (建築家等デザインチー

ムと共にプロジェクト全体に

関与ができる)、 4)中長期計画が可能となる (都市計画の方向性

との整合性、市民への事前の情報開示)。 3)、 4)は 、 この制度

により中長期の公共事業から害」りあてられるアー ト予算が把握

できるゆえに得られるメリットである。これは事業の終盤で懐

の塩梅によリアー トを入れるかどうか考えはじめる日本の現状

とは、かなりの開きがあるといえるだろう。

こうした政策を安定的に持続させる予算措置の他に、比率は

少ないものの、行政一般年間予算、事業担当部局予算が組み合

わさっている。加えて、ホテル税、セールス税、開発費、基金

からの寄付、個人寄付、企業スポンサー、慈善オークシ∃ン、フア

ンドレージング・イベントなどの民間セクターからの資金が利

用され、パブリックアー トの全体予算がつくられている (表 -2)。

創造的都市とパブリックアー ト

こうしたパブリックアー トに関する制度がつくられ、文化政

策として確固とした位置づけがなされている理由、すなわち社

会にとって価値あるものだと評価される理由は何であろうか ?

先にもふれたが、現代都市が生き残りのための 1つの都市文

化施策として活用されている点を改めて記すべきだろう。80

年代に産業構造が変化 し、都市経済の

新たなエンジンになるのは、「創造階

級」と呼ばれる人々が担う創造的産業

だという認識が広がって久 しい。そし

て、創造階級である人々を街に滞在さ

せるには、彼 らの好む創造的な文化

な環境をつくっていくことが重要とな

る。この文化的環境形成のために、

響 ・ 薔
ス

表 2 パブリックアー トの予算

アーティス トやデザイナーたちの感性や、彼らの創りだすアー

ト的な環境が大きな魅力となっている。その中の 1つ の要素と

して、パブリックアー トによリユニークな街並みを創りだすこ

と、都市のアイコン的作品が創られること、地域の歴史や文化

的特性を視覚的に強調していくことなどが期待されているのだ。

<都市ヴィジョンの共有化 >
ここで現代都市におけるパブリックアー トの役割について少

し整理してみたい。

第 1点 目として,パ ブリックアー トが都市のヴィジ∃ンを ″
視

覚化
″ し、人々が街に抱くイメージを共有できる仕掛けをつ

くることだ。アーティス トという ″
外部者

″
の介入により、

改めて自分たちのまちを見直 し、街の特色や歴史を再認識する

ことができる。アーティス トは街のアイデンテイテイをリクリ

エーシ∃ンすることを手助けするのである。イギリスのゲイツ

ヘッド市につくられたアントニー・ゴームリーによる『北の天

使』は、正にこの顕著な事例に当たるだろう。

<プレイス・メイキング (Place Making)>

第 2点には、アートにより視覚的な美観を高めることはもと

より、個性 創造的な景観が生まれることだ。パブリックアー

トがその場の固有性を引き出し、他の場との差異を際立たせ

る “プレイス メイキング
″ の役害」を担う。昨今、この傾向

は―般的になり、広場や公園の全体デザインや橋・歩道といっ

た都市の土木インフラのデザインに至るまで、アーティストが

参画してユニークな結果をつくりだしている。また、建築デザ

インや景観デザインとアートの領域が接近する中、建築や都市

景観と一体となりつつ、都市機能を果たすアートが急増してい

る。これまでアー ト作品として独立し ″
展示

″ されてきたパ

ブリックアー トだが、他の分野のプロフェッシ∃ナルとコラボ

レーシ∃ンすることで、より総合的な表現が実現できるように

なった。ストリー トファニチャーのデザインやランドスケープ

デザインをはじめとして、駅舎デザインや建築ファサー ドのデ

ザインなどを建築家やエンジニアと共に行うケースも増えてき

ている。

<アーテイストの新しい表現の支援>

忘れてはならない第 3の点は、アーティス トに与えている

便益である。都市の中で、新しい実験的な表現を試みる機会を

与え、同時に都市にも活気を創      ‐

り出していく。            ■

その際、政策 の財源である

「パーセント フォー アー ト」制

度は、アーティス トの活動の場

を確実に広げていくことの下支

えとなっている。真にアー トが

必要であるか否か議論されず、

公共事業毎に自動的にアー トが

導入されることへの批判も一方

ではあるが、この安定的な財源

制度は、多様なアーティス トヘ

制作・発表の機会を与えていることも事実である。

このようなパブリックアー トをめぐる世界の現状を考える

時、パブリックアートの “公共性
″ が問われてきた歴史を持

つ欧米での議論は、日本の現状と大きな開きをつくった。多様

な人々の参加を促す「コミュニティ アート」を生み出し、パ

ブリック スペースの多文化の問題を再考しながら、今日のパ

ブリックアー トのあり方を模索してきた。一方、80年代から

今日まで、「パブリックアートの定義とは ?」「純粋な芸術表現

の妥協なのでは ?」 といった答えの見つからない議論を続けて

いる日本の現状を見ると、世界の文化潮流と大きく隔たってい

る感がある。考え続けることは重要だが、パブリックアー ト

が、都市、すなわち我々にもたらす公益を与える可能性につい

て、積極的に再考していく姿勢こそ大切なのではないかと思う。

我々一人ひとりにとっても、そしてアーティストにとってもパ

ブリックアー トはこれからの世界に創造性を提供してくれるも

のとなるだろう。

*表 -1「パーセン ト フオー アー トJを法令化 した米国の公的機関数の

推移 1950年代～ 2000年

出典 :Pub ic Art Programs DirectoⅣ 2003 04′ Amencans forthe Arts.2004
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■パブリックア…卜から景観形成に向けて

公共空間が街の景観を形成する

山本 康友

1.は じめに

街を形成するうえでは、公共建築の存在は、極めて大きな害」

合を占めている。パブリックアー トは、公共建築と一緒に存す

ることも多く、街の景観形成に大きな影響を及ばしてきた。

公共建築は、地域に存する他の建築に比べて、規模が大きく、

また、街の中心地に位置することが多いため、その景観によっ

て、街の表情が大きく影響されている。場合によっては、公共

建築が、街を分断し、地域との連続性を無くしていることも見

受けられる。

パブリックアー トを設置しても、本体である公共建築によっ

て街の表情を台無しにしていることが数多く見られる。

2 公共建築における景観形成の流れ

過去の公共建築における景観形成の流れを、パブリックアー

トの設置の経緯とともに、東京都の例を示 しながらオーナーと

しての立場と景観を規制 誘導する立場がある。

(1)オーナーとしての立場からの動きを以下に述べる。

① 都立施設では、パーセン トプログラムを導入 し、建築費

の 1%を 、芸術品購入などを当てることとし、その一環として、

アー トワーク (パブリックアート)の設置についても行われるよ

うになった。その後、パーセン トプログラムは0 5%に変更

され、さらに、建築工事の総金額によって、パーセントプログ

ラムの害」合が減少するシステムになった。

② アー トワークを設置する場合は、設置されたアートワーク製

作者選定委員会において、設置の必要性、規模などを視野に入

れて選定を行うこととした。

しかし、アー トヮークにより公共建築の景観を図ろうとして

きたことは間違いないことで、特に、都庁舎には、彫刻、レリー

フなどの美術的価値の高いアー トヮークが、敷地や建物のそれ

ぞれ8、 さわしい場所に設置 している。

これらの作品は、文化のシンボルとしての都庁舎の景観形成

を高め、都民の憩いの場になっている3作品の製作者は、現代

美術を代表する作家は元より、中堅 若手の作家が製作に携わっ

ている。また、若手作家の育成の面から一般公募も行い展示 し

ている。

これらのアー トワークと一体となることで、公共建築・公共

空間の景観を形成し、現在も、建物本体による空間構成とアー

トワークで、景観形成が図られ、桜の時期を始めとして都民が

憩いの場をつくっている。 (写真 1 写真2 写真 3)

(2)行政としての景観規制、誘導の立場から以下に述べる。

① 1988年 には、都市美ガイ ドラインが制定され、その

中で、街並み・建築物について、1 街並み全体の魅力を高める。

‖ 建築物を魅力ある景観形成に活かす。

||1 歴史的・特徴的な界隈の特性や街並み、資源を保全 ・活用

するなどを挙げ、者F市としての景観形成を図ることとした。

山西俊彦作

21994年 には、東京都都市景観マスタープランが制定

され、東京の景観特性、景観形成の構想、景観形成基本方針、

景観形成の展開により、東京都の景観形成の施策の体系化が図

られた。

③ 2007年 には、東京都景観計画が策定され、東京らし

い景観の形成、景観法の活用による新 しい取組みおよび都市

づくりと連携 した景観施策の展開が定められた。その中では、

景観重要建造物の指定要件が示されている。また、都市開発

の諸制度を適用する建築計画については、事前協議制度を導

入し、計画の早い段階から景観形成の協議を行うこ
‐
とになっ

た。国会議事堂、迎賓館、絵画館、(2008年 4月 に、東京駅丸

の内駅舎を追加)の眺望の保全に関する景観誘導も定められた。

2008年 7月 には、小笠原の父島二見港周辺を景観形成特別

写真 2 空の合座  関根伸夫作



地区に指定 して、海上や山頂からの眺望、沿道における良好な

街並みの形成で、美 しい景観を形成していくことになった。

3.公共建築と都市の景観づくり   
・

(1)現在の都立施設でのパブリックアー トの整備状況

東京都の公共建築整備の特徴としては、阪神淡路大震災以降、

防災を重視 してきたため、耐震や不燃化等を最優先 してきた経

緯があり、パブリックアー トについては設置が行われなくなっ

てきている。

また、公共建築そのものも、施設を計画する時は、①必要な

延べ面積を確保することが重視され、②維持管理がし易いため

にはということで、箱型の単調なデザインで構成されることが

多くなり、③色彩についても、無難な色彩計画が選択されるた

め、自色系統が多くなってきている。

そのため、都立建築物については、①地域における景観の連

続性がなされにくくなってきている、②緑などの自然環境との

調和 した景観づくりがなされていないことが多くなっている、

③その施設がある地域への景観としての貢献がなされていない

ことなどが挙げられる。

(2)景観に配慮した公共建築整備の方向性

今後の公共建築では、景観を配慮していくうえでの具体的な

方向としては、狭義のパブリックアー トを中心とした景観形成

の流れではなく、公共建築も、街並みの中にある建築物として

捉え、景観の連続性、自然環境への配慮も考え、その施設が存

在する地域に貢献できる景観形成に変化してきている。

パブリックアー トも、施設計画と一体化 したものとして考え、

配置 していく必要があると考えている。

景観にも、見せる景観と隠す景観があり、見せる景観では、

地域への開放性が必要であり、その中の一環として、パブリッ

クアー トも存在すると考えている。

逆に、隠す景観では、緑との連携が必要であり自然景観を生

かした景観形成も考えられる。

4 景観形成への具体的な仕組み

今後の東京都の公共建築整備についての景観に配慮 した具体

的な方向性は以下のとおりである。

(1)「景観づくり」のための仕組みの構築

① 専門家・地域の意見を聞ける仕組み

基本 構想段階や基本設計の早い段階で、専門家などから具

体的かつ実現可能な助言やコメントをもらい、設計等に反映さ

せていく仕組みが必要である。景観に対するデザインレビュー

の実施を行うこととしている。

また、デザインレビューなどの要所の確認時には学識経験者で

構成された景観ア ドバイザーの活用を行い、実現可能な助言、コ

メントを受けることも必要であると考えている。

その中で、公共建築とパブリックアー トについての提案を生

かす仕組みも考えている。

② 景観を配慮させた設計者の選定の仕組み

「景観づくり」の能力のある設計者を選定する仕組みが必要

であり、また、景観形成への優良な設計者には褒める制度が必

要である。具体的には、プロポーザ方式の中で、景観を重視 し

た選考方法が考えられている。そのため、 20年度から景観に

よるプロポーザル選考方式の試行を始めたところである。

また、71n範 となるような優良な景観づくりを行った公共建築

の設計者への表彰制度の実施も検討している。

(2)「景観づくり」に向けた技術支援

①「景観づくり」のための手引きの作成

景観づくりについては、公共施設整備の基本構想・計画の初

期段階で検討すべき事項が多く、初期段階に技術支援を行うこ

とが良い景観づくりと直結するため、景観づくりに関しての一

定の知識を取得する必要がある。また、景観づくりは、地域と

の調和も重要であり、地域との関わり方やそのタイミングにつ

いての、手順を示 していくことが必要である。

これらの景観への理念、技術的な配慮事項、実行するための

手順をわかりやすく解説した手引書を作成することが必要と言

える。また、手引きには、施設管理者向けの内容も含んだもの

でなければならない。

② 設計方針への位置付け

設計業務委託仕様書の中の設計方針に「景観づくりJに関す

る技術的な配慮事項を記載することを基本的な考えとしてい

る。そして、このことは、都立建築物のみならず、他の地方公

共団体では設計指針であり、 PFI事 業等では業務要求水準書

の事業要件にすることで、 PFI施 行者が「景観づくり」を実

施させることも可能になり波及効果を促す効果が大きいといえ

る。

③「景観づくり」のための研修

景観、パブリックアー トに対する意識啓発、知識取得のため

の研修を行うことで、景観形成に寄与させることとしている。

(3)「景観づくり」の見本となる都立建築物整備のモデル実施

これらの方策を行うためには、地域 ・歴史・通りなどの調査

をベースとして、 100mメ ッシュや街区単位などでの周囲の

模型等を作成 したうえで、ワークショップなどのシミュレー

ションを行うことでの景観づくりのモデル実施を行っていく必

要がある。このような新たな「景観に配慮した公共建築」の姿

を示 して、全国のモデルとなる景観づくり、パブリックアー ト

の形成を示していきたい。

写真 3 旋回する水平に繋がった 3つの長方形 ジョージ リッキー作



■日本のパブリックアート

独自性と場所性のよりどころ

日高 車也

はじめに

パブリックアー トに多少関わりを持ってきた現在、作り手側

に立って一番気になることは日本のパブリックアー トの独自性

と場所性である。このことの起爆剤となる何かが日本の文化に

あるのではないだろうか、そんな思いが続いてきた。

日本はシルクロー ドの終着点として、我が国固有のものだけ

でなく、世界各地からもたらされた文化を先人たちが大切に伝

承 してきている。「座」の文化は朝鮮半島を経由して日本に伝

わったとされているが、いまや韓国には座の文化はとだえ、韓

国の研究者は日本に来て座の文化に関する研究対象を求めてい

ると聞く。

無形文化財については元の国では変化とともに捨てられてし

まったものも変容しながらも伝承されていることも多い。

人類共通の世界遺産としての祭りには、さまざまなことを見

出す可能性を秘めていると私は思ってきた。日本の芸能の源点

を日本の祭りに求め、日本の伝統音楽の研究者達は日本の祭り

に研究対象を設定して研究を続けている。

さて、パブリックアー トの発想のよりどころとして、独自性・

場所性と芸術的側面から日本の祭りをとらえることで、日本の

パブリックアー トに関わる多大なヒントが得られるものと期待

し、このテーマに取り組んだ。今回は日本の祭りのプロローグ

である。

日本の祭り その空間の仕掛とアー トの関わり

日本人は祭り好きだと言われている。我が国には全国各地に

地域に根ざした祭りが山とある。これは世界に類をみない日

本の特徴のようだ。山折哲雄氏 (国際日本文化研究センター所長)

は言う。「日本列島はお祭りだらけ、とぶ、と思う。雪深い冬の

北海道から、大海原に点々と浮かぶ亜熱帯の沖縄諸島まで、そ

の長大な距離の落差に応じて祭りの種類もまちまちだ。周囲を

海に囲まれていることもあって、日本海側と太平洋側に分布 し

ている祭りも、それぞれ際立って個性的である。おそらく海の

彼方から運ばれてくる文化の違いに応じて、それぞれの異風の

匂いをわれわれに運んでくれているからなのであろう。: J

日本各地に根づいてきた祭りの多くには、芸術的表現がある。

その土地独自な表現と技能者の養成の手法、そして表現の中に

込めた「伝えたいこと」は何か、などなど魅力的なテーマがそ

こにはある。

日本の都市の祭りで人目を引くものに山や鉾と屋台の祭りが

あり、その総数は 1500に もおよぶと云う。その多くには祇園

祭りにみられる鉾のように、風流の趣向をこらした作り物の有

形の文化財で組み立てられたものと、笛、鉦、太鼓などの楽器

や歌による囃子や舞踊、芝居などの芸能といった無形の文化財

とがある。 ttБ市の祭礼――植木行宣、田井竜― 編)

一方、祭りとその空間感覚を考えてみるとどうだろう。一般

にわれわれの空間感覚は次のように言われている。一一視る (視

覚)、 きく (聴覚)、 におう (嗅覚)、 うごきまわる (筋覚)、 そし

て温度の 5つ の要素が一体となって空間を感知 している。

一一まさに祭り空間はこの空間感覚をみごとに盛りたて、一体

的に仕組んでいる。山、鉾はむろんのこと、祭り空間のカザリ

や衣装の目をうばう色あざやかさ、囃子 笛・太鼓などの音と

屋台の芝居、客をさそい込む出店の屋台が発するニオイ、神興

をかつぎ走りまわる威勢のよい集団が発する汗とニオイと温度

の上昇 … 。この空間感覚の仕掛をより効果的にする視覚的

造形的 感性的要素を持つ ″
アー ト

″ の働きが祭りの質を一

段と高め、その独自性を表出する。それは全体として ″
目ま

いと興奮
″ をさそう。

祭りとアー ト担当

■青森といえばねぶた祭りである。 (弘前ではねぷた)「北前船」

のねぶた師である北村隆さんは言う。「今日でこそ青森の大型

Attribut on― Share Aike 3 0)Unported

ねぶたはねぶた師の仕事ですが、昔はどの町内でも自分たちの

手でこしらえたものでした。まず設計図となる下絵を筆描きし、

針金で骨組みを作ります。そこへ無地の和紙を張って書き害」り

(墨入れ)と ロウ書きを行い、色づけをして完成。しかし私たち

が子供のころは骨組みに竹を使っていましたから形もずんく
゛
り

して、細かい指先などはとても作れなかったんです。そうした

中、私の師匠であるJり ‖啓三という人が、初めて針金を使って

リアルなねぶたを作りました。今まで見たこともない圧倒的な

存在感に誰もが震えあがりました。ダイナミックで迫力に満ち、

しかも華麗――これこそねぶたです。それ以来私もその三つの

要素を何よりも大切にしています。題材は毎年一月ごろに決め

ますが、私は特に武者姿のねぶたが好きですね。色の中心は赤。

派手さを出すため青や黄色も多用 しますが、ねぶたはやはり赤

青森ねぶた (1/t ttmed a Photo lcensed under CreaJve Commons
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い色でなければと思うんです。その後、約 3ヶ 月かけて 1台

を仕上げます。この仕事を楽に思ったことは一度もありません。

それだけに賞をいただければうれしいです。いつかは後世に語

り継がれるような名作を残 したいものです。…… 」 (週間朝日百

科 日本の祭りより)

■博多を代表する祭り、博多祇園山笠は博多の総鎮守櫛田神社

の祇園例大祭に氏子が奉仕奉納する神事である。

江戸期には高さ 17メ ー トルほどの絢爛豪華な山笠が建造され、

軍記や歌謡、歴史や伝統を題材に博多人形師が作り上げた人形

飾りの山笠が博多の町を巡行 したと云う。明治に入って文明開

化が進み、明治末には町に電線が張り巡らされたために、英雄

豪傑などを題材とした背丈の低い昇き回るための「昇山笠」と、

音ながらに背丈の高い、前後に華やかな人形飾りを施 した据え

置き式の「飾り山笠Jの 2つの様式に分かれていったと云う。

男たちは 1年 中山笠に熱中する。過去を語 り継ぎ、未来に思

いを馳せ、現在を疾走するのが博多男の日常だそうだ。山笠の

特徴は猛々しさとスマー トさに尽きると云う。猛きことllT子 の

如く、スマー トなること鶴の如 し。動中静あり、静中動あり。荒々

しい外見の山笠は、実は隊列を組んで飛ぶ渡り鳥のように統制

がとれていると云う。山笠人形師の亀田均さんは言う。「普段

は繊細な博多人形を作っているでしょう。山笠の人形は大きさ

も迫力もまるで違う。だから頭の切り替えが大変なんです。体

力も使うしね。それでも 5月 の声を聞くと身震いしますね。飾

り山は 7～ 8人がかりで約 2ヶ 月におよぶ長丁場。題材も博多

人形と違って勇壮なものと、何から何まで普段作っている博多

人形とは対極にあるものですね。人形師にとっては昇山はもち

ろん各流れの町内に飾られる飾り山が晴れ舞台。他の人形師の

作品も見に行きますね。おたがい切磋琢磨することが山笠の繁

栄に結びつくわけですから。飾り山が出来上がってしまったら、

もう山を昇く気力もなくなるほどやね。それだけ全身全霊を山

笠の人形にかけてるからね。山はわしら博多人形師の一世一代

の作品なんですわ。山笠の人形はね、翌年に残 していかない。

毎年新たな人形が飾り山を飾る。博多は何でも捨てる文化なん

です。伝統やしきたりは重んじますけど、常に新しいものを求

める気質は秀吉が博多の町を開いて以来の伝統なのかもしれま

せん。 一 」 (週間朝日百科 日本の祭りより)

■祇園祭は京都の町衆が育んだ山鉾巡行の豪華絢爛な祭りだ。

「コンチキチン、コンチキチン」祇園祭りのお囃子の音が京都

の町筋に流れはじめると、京都人は「ああ夏が来た」と身も心

も浮き立ってくると間く。

祇園祭は日本三大祭の一つとして数えられ、古都の夏を代表

する風物詩であり、町衆の祭りとも呼ばれる。祭りの起源につ

いては様々な説があり、869年京都に流行った疾病退散祈願を

はじまりとする説が有力である。

祭りは約 lヶ 月間に渡る。祇園囃子と山鉾巡行は祭 りの山

場である。山鉾巡行最大の見所は、何 トンもある山鉾を人の力

で方向転換する辻回しで、道路に竹を敷き、水をかけ、そこに

車輪をのせて曳き回す豪快な光景である。山鉾巡行の曳き手は

昔からのしきたりで成年男子に限られていると云う。南蛮文化

XIF園祭 (fickr Photo by matsuda yukih ro llicensed under

Creaive Commons Attttbujon Share A ke 3 0)Unpo「 ted

が流入してからは、山鉾の装飾に異国風の構図が取り入れられ

たようだ。

祭りの頃、鉾町では各家に伝わっている秘蔵の屏風や由緒あ

る家宝の美術品を、通りから見える部屋に飾り立て、祭りの雰

囲気を盛り立てる。屏風飾 りは祇園祭りのもう一つの祭りで、

鉾町の通りが庶民の美術館に変容する。京都の祇園祭りは大名

の支配下で祭りを運営してきた他都市とはちがって、天皇を中

心とした都としての長い歴史を背景に、町衆という財力のある

有力者からなる自由組織によって運営されてきており、現在は

32山鉾町のうち、23ヶ 町が財団法人として運営を主体的に担っ

ている。町衆の独立自営の伝統的気風が千年以上にわたって祇

園祭りを支えてきた最大の原動力である。今や、山鉾行事は国

の重要無形民族文化財である。

おわりに

今回は日本の祭りへの導入に過ぎない。日本の祭りを仕推卜け

る重要な位置にアー トを担当する○○師の存在がある。彼等は

地域に根ざした祭りの独自性 場所性を大いに意識 して仕事を

続け、彼等が見出した技術や技能を次世代へ伝承するすべを

知っている。

パブリックアー トに欠けている何かを祭りに見出すことが出

来そうだと、更なる期待を込めて、深く探りを入れたい思いが

込み上げてくる。

<参考文献>
*都市の祭礼 植木行宣 田井竜― 編 岩田書院

*週間朝日百科 日本の祭り朝日新聞社刊



■公園とパブリックアー ト

小林 治人

1993年 4月 23日 夜、東京ガス・銀座ポケ ットパーク三階

サロンで「パブリック アー トとは何か」をテーマに、社団法

人日本建築美術工芸協会 (略称 :AACA)主 催のミニシンポジュー

ムを開催 した。近江栄日本大学教授の問題提起により、パネリ

ス トとして横浜市都市デザイン室長の国吉直行、環境・造型デ

ザイナーの山本誠、設景家の小林治人、デザイン作家の坂上直

哉らが参加した。このときは公的空間の場合いかに芸術家を選

定するか、芸術家を決めるに際しての行政上の仕組み造りが必

要であることなどに論議が集中して終わったが AACAがパブ

リックアー トを意識した最初の集まりであった。

翌年、1994年 7月 22日 の朝日新聞夕刊文化欄に、パブリック

アー トの可育日生と題して、竹田直樹氏が、賭S市空間における美

術作品として彫亥」の設置事業が一般化する中でパブリック・アー

トという言葉が定着 しつつある。美術作品のコレクターが私的

に所有 している作品に対 し、不特定多数の市民が日常的に接す

る公的空間に設置された作品は、パブリック アー トと呼ぶに

な、さわしいが、残念ながら現時点では本質的 レベルまで咀疇さ

れた用語にはなっていないようだ」とし、社会と芸術を結ぶ媒

介としてパブリック・アー トの可育ン生について触れられている。

同氏によれば、パブリック アー トの先鞭をつけたのは、山

口県宇部市 (1961年「宇部を彫刻で飾る運動」)と か神戸市の野

外彫刻展などいずれも都市環境を文化的に改善するために開催

したものからであるとしている。

1970年代に入って私は、国営武蔵丘陵森林公園の彫刻広場

の設計に従事する機会を得て公園とアー トのかかわりを考える

こととなったが、公園のように不特定多数の人が利用する公園

と彫刻との関係、特に抽象的、伝統的、オブジェ的、環境造形

的など多様な作品をどのようにして彫刻と環境との一体化を図

りながら公園の景とし、さらに作家の意図が十分鑑賞者に伝わ

るようにするかは当然重要案件であった。

公園に設置される芸術作品が多くの人に好まれるか否かは重

要な要素であり、多数の人たちに作品が歓迎されることは必須

条件であるが、アー トが公園と融合一体化することで地域 都

市の核となり、常にセンスの良い屋外芸術環境として、感動で

きる公園倉」出に貢献 している例として、笠間芸術の森 陶の杜

について紹介する。

◇陶の杜概要

笠間芸術の森公園は、茨城県県央地域西部の笠間市に位置す

る広域公園で、伝統工芸と新しい造形美術をテーマにした公園

である。

公園事業の開始は昭和 56年で、現在までに総面積 54 6ha

のうち33 8haが 開園している。敷地内の主な施設としては茨

城県陶芸美術館 (平成 12年開館)や陶炎祭などが行われるイベ

ント広場、屋外コンサート広場がある。また、敷地に隣接する

形で県窯業指導所や陶芸体験のできる笠間工芸の丘クラフトヒ

ルズがある。

「陶の杜Jは、笠間芸術の森公園にな、さわしい芸術性豊かな

公園をめざし、エリアの大半をしめるヒノキの森全体を芸術と

して鑑賞・体験できる空間として計画・設景を行ったものである。

また、本計画は、地域のシンボルとして、笠間市の地場産業

である陶の新しい可育日生をアー トプロデューサ (伊藤公象氏 )を

含め十数名の作家と共働 して追求し、自然と芸術、産業を調和

させた空間表現を実現させる試みでもあった。

高低差約 20mの ヒノキの森を回遊する散策路 (「陶による装

の道すじ」)約 2kmを設定し、17の陶造形によるシーンを鑑賞・

体験できるようにしている。散策路やベンチなど公園施設は全

て陶でできた芸術作品である。



◆作家と設景家とのコラボレーシ∃ン

総勢 29名 のアーティス トが計画、設計、施工の全ての段階

に参加 し、共働による新 しい公園づくりの一つの方向性を示 し

た (土木アート)。 各陶造形は芸術作品として購入するのでなく、

ベンチやサインと同様の公園施設として設計 し設置 施工を

行った。

多くの作家と図面を通 した話 し合いではイメージの共有が困

難である。そこで、可能な限り何度も現場に出ていき、その場

で話 し合ったり、杭を打ったり、段ボールの模型を使ったりし

て確認を行った。設計図面は、図上でデザインするのでなく、

現地で落とした線形や形を簡易に測量 したり、現場写真を用い

たりして作図した。

現場での作業やグループでの話し合い (ワ ークショップ)を繰

り返すことで、試行錯誤が行われ、アー トプロデューサーと設

計者、各作家の共同イメージが作られていった。また、構造検

討や設置方法については、模型 (マ ケット)や部分的な実物に

よる試験施工を行って確認 した。

参カロアーティス トのうち地元を中心に活動する若手、中堅 19

名が含まれている。通常はほとんど陶器を製作している人たち

であるが、陶の杜では屋外造形にチャレンジし、お互いに刺激

を受け合うことで、笠間焼きの可育曰生を広げる機会を与えた。

また、全ての散策路 (平均幅 2m)に オリジナル陶板を用いて

いる。これは、一人の作家が型を作り約 1,200扇を地元の窯元

9社に製作を発注したものである。

◇技術的な挑戦

陶造形については、試作品などを用いて舗装材としての強度

試験 OS準拠)や耐凍害性試験、破壊強度試験などを行って検

証し、必要な補強などを検討 した。

陶そのものの強度は、たとえ酸化還元で焼き締めても物性と

しての限界があり、内側に大きな空洞のある作品については衝

撃によるひび害」れや崩壊が懸念された。

コンクリー ト等による補強も検討 したが、設置場所が丘陵林

地内であり、搬入が困難なため軽量化を図る必要があった。そ

こで、陶の内側に FRP(グラスフアイバー強化プラスチック)に

よる補強を行うことを発案 し、試作品による実験を行って、ハ

ンマーで日日いてもクラックは入るものの害」裂せず、破断面が露

出しないことを確認し、破壊による二次的被害の防止を図った。

◇国際的な評価

陶の杜の新 しい芸術の挑戦を、広く広報することで、茨城県

や笠間の地場産業のイメージアップを図ることができる。また、

芸術公園での創作活動を通 じて、地元各作家のレベルアップや

世界との交流なども期待できる。

茨城県笠間芸術の森公園陶の杜が完成 した平成 14年、その

PRを 目的としたビデオ映像が茨城県により制作された。TLA

は陶の社の計画 設計 監理の他に製作記録の撮影や映像の監

修も行ったc

平成 17年秋、フランスに本部がある「第 5回 陶とガラスの

国際映画祭Jに茨城県がこの作品を出品したところ、本作品が

開幕の招待作品として上映されることになった。この映画祭は、

平成 18年 3月 にモンペ リエで開催され、22カ 国より約 160

本のフイルムが寄せられた。
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■パブリックアート私見

パブリックアートの概念とは

七字 祐介

1.パブリックアー トの概念とは何なのでしょう。
″
パブリック

″ を公共の場と位置づければ美術館や彫刻公

園との差異はどうあるのであろうか。一方
″
パブリック

″ を

一般市民と意味づければ
″
開かれて広く理解されるアー ト

″
、

衆迎アー トとでも言うのでしようか。アー トとはアーティス ト

の ドグマからのメッセージ、相反してきます。次第に阻路に陥

り混乱を始める。

今回、私はパブリックアー トが切り取られて存在するわけは無

く、その概念と機能を ″
街

″ や ″
景観

″ の中から見つける

べく身近な新宿区界隈を訪ね歩くことにします。なぜ新宿 ?私

の職場があるところ、私事、本籍が牛込矢来町なのです。

新宿区に特性ある 6つの区部、―つ、新宿駅の東側、商業

と歓楽とがアメーバーのように雑居する地域、では二つ、西側

は超高層オフィス街、三つ、落合 ・中井は寺社と文人の町、四

つ、早稲田界隈は大学を中心にカルチェラタン、五つ、牛込・

四谷は武家屋敷であったところ、六つ、お周染みの花街、神楽

坂 飯田橋、これら 6つの区部を訪ねながら都市とアー トの

関係について文脈が起こせればこれ幸い。

新宿駅からオデュセイアの旅を始めましょう。乗降客数 360

万人、世界に冠たる輻較する駅。東回は商業 ・歓楽のメッカ、

西回はおつに澄ました業務の超高層群、東西自由通路の計画決

定がなされたようですが東 ・西広場のスペースの狭さは何とか

したいと思いませんか。とてもパブリックアー トなんてモノが

介在できる余地はありません。

2.【モンスターが描くイリュージョン】‐新宿歌舞伎町

新宿といえば歌舞伎町。1960年代、ハーバー ド大の都市系

の先生が歌舞伎町を訪ねた折に、この街が目くるめく変化する

生態を「都市の中の都市 」、「 未来を先取った都市 」と言い、

アーキグラムが描いた「 ムービングシティJや「 プラグインシ

ティ」のモデルであったとか無かったとか。日に日に姿を変え

て世相を色濃く映し出し、不可測さを飲み込んでメディアとい

う巨大なモンスターが描くコラージュといえなくもない。この

イリュージョンこそ現代アー トであり「都市こそアー ト」を肯

かさせる。

3.【秩序なき都市景観への参入】―西新宿超高層群から十二社ヘ

パブリックアー トの呼称は 1930年 代ルーズベル トによる

ニューディール政策の一環としてインフラ整備にアーティス ト

を活用したことに始まると言う。アメリカならではの二つの側

面が考えられよう。―つは市街化開発規模の巨大さによる建物

とのスケールを繋ぐ環境づくりの必要であり、一方は歴史・伝

統風土に乏しいアメリカの文化創出であったのであろう。この

伝でいくと日本でも旧市街地をご破算 して区画整理や再開発さ

れる地域、スーパーブロックで害」り付けられた新宿副都心もそ

れである。

東京都庁舎やアイランドタワーにはパーセントプログラムの潤

沢な予算もあって多くの作品が贅沢に顔を覗かせる。それぞれ

に建築計画との整合性が見て取れるが、個々にはこの作品がな

ぜここに?と頭を傾げる作品も少なくない。

アイラン ドタワーの南

側、青梅街道沿いにロイ・

リヒテンシュタインの作品

が 2作 ある。 ロイ・ リヒ

テンシュタインといえば

1960年代、漫画の版を大

写しして見せたポップアー

トの旗手である。絵画に馴

染んだ目には立体の作品が

珍しいが原色の色彩が作家

を街彿とさせる。通過交通

の激しい角地の歩道状空地

に据えられているが、□一

ソンやマク ドナル ドのサインが目に付く並びにあるので街並み

の煩雑さを一層助長している。名盤に ″
東京

″ とあるので作

者のアイロニーであるのであろうか。

東京都庁舎の各棟それぞれのアー トについては ″
出会い

″

や ″
目線

″
、計算された配置がにあるが、議会棟前の円形広

場を取り囲む人体像は 100年 一日、旧態のモティーフで辟易

する。もう一点、人の行き来が少ない庁舎裏に相当数の作品が

あるがシークエンスする中央広場へ配転されたら如何か。首都

高への乗降道路沿いの空地に清水久兵衛氏の赤い巨大な作品が

手入れの無いままに汚れてある。こうした作品の維持管理はど

うなっているのか。他にも錆びが見えたり構造上不安を感 じる

ものがある。庁内のオブジェも食傷気味、壁に掛けられた浅草・

大鷲神社の大熊手が却って新鮮である。

都庁から中央公園、十三社へ。中央公園の広さの中にここで

も人体像が三体。中央公園から十三社 ・熊野神社にかけて、こ

の一体は江戸時代、幾つかの湧水池あり瀧あり、庶民の行楽地

で賑わったところである。過去の記憶を再掘 して中央公園と熊

野神社と一体で計画できなかったものか。土地の記憶を表象す

ることもランドスケープやアー トヮークの大事な役害」だと思う

のだが。

4.【土地の記憶】―落合から中井ヘ

妙正寺と神田川が武蔵野台地

を挟んで合流する処を落合と言

う。早稲田通り沿いに戦後、牛

込や駒込方面から移転された寺

社を含めて相当数、軒を連ねる。

松源寺、通称
″
さるの寺

″
、山

門の猿の石像や新井白石廟が狭

陰な早稲田通りに地歴を痕跡さ

せる。落合から中井へ、中井は

ロイ リヒテンシュタイン

さるの寺



私が若い頃居住 した処だが、一の坂、二の坂…の傾斜地に文人

や画家の居宅が多くみられた。それぞれ門国に個性的な造作の

工夫があって歩いて愉しみな界隈であった。現在はすっかり町

の個性を失って林芙美子記念館を残すだけである。現在でも良

質な住宅地を支えるのが鎮守の森であったりお社であったり。

住宅地の真中にある出世不動院のお堂が毎月 28日 円空仏 三

尊像が開帳され縁日で賑わう。

5.【 カルチェラタンとしての整備が欲 しい】―高田馬場から戸

山が原、早稲田大学ヘ

高田馬場駅前の□―タリーの中央広場に ″
平和の女神

″ と

銘打たれたブロンズの女神像があるが学生やで賑わう駅前には

存在感が薄い。」R、 西武線の高架下の擁壁に最近描かれた鉄

腕ア トムの地域紹介のペインテイング。鉄腕ア トムがここ高田

馬場に出生したのをご存知ですか。早稲田大学の戸山・理工学

部キャンパスを通って戸山公園 ″
箱根の山

″
へ向かう。戸山

公園、箱根の山周辺は徳川尾張藩の下屋敷が 13万坪の広域に

亘って小田原の山河を模 して造られ、庶民も行楽 したところ。

現在は無造作な緑地公園

があるだけでその記憶を

伝承する何物もない。穴

八幡 に至 って
″
一陽来

福
″

、流鏑馬を射る武士

像が唯一、地歴を覗かせ

る。文学部の賑やかな演

劇部のポスターを横目に

みて早稲田大学本キャン

パスヘ、大隈重信像、演

劇博物館力や懐かしい。それぞれに狭陰な理エキャンパス、文学

部キャンパス、本キャンパスが隣接する幾つかの緑地公園と一

つになって、バークレー校のようなカルチェラタンとして文化

の広がりを持てれば…は夢であろうか。

大限講堂近くにある、ガウディ顔負けのマンシ∃ン、 “エル

ドラー ド
″

が妙に浮いて面白い。

6.【路地空間ならではの伝統的な工夫】―神楽坂から飯田橋ヘ

神楽坂通りを一歩入ると花街の風情が色濃く残る界隈。起伏

と迷路のような半間程の路地の各処に演出された出会いがあ

る。障が顔を出したり粋な暖簾が見え隠れしたりである。

訪ね歩く内に毘沙門天さんの朱殿がぬっと顔を出す。狭いなが

らというよりもこの狭さこそが江戸以来の生活空間であり、門

口を飾る様々な和の演出があってきた。神楽坂下、外堀沿いに

ある ″
キャナルカフェ

″
、富士見の台地と」R中央線を修景

に外堀をキャナルに見立てた演出が美しい、外国人や若者を惹

き付ける。飯田橋駅神楽坂下のコンコースでの手工芸実演バ

ザール、これこそパブリックアート?

7【武家屋敷あとの風格の町】―四谷見附から三栄町・荒木町

四谷見附を背に三栄町をぶらり。一部に伊賀屋敷があったと

ころ、江戸の面影を紡彿とさせる落ち着きがある。ここにも地

域の来歴を推し量るものがない。栄公園の一隅にでも地域なら

ではの表象があって良い。途中折れて新宿歴史博物館へ。二間

程の石畳に面した博物館だが建築のモダーンなデザインと正面

に据えられたステンレスのオブジェがこうした地域であるだけ

に違和感がある。津の守坂から急なねこ坂を降りると三業地で

賑わった荒木町車力通り 金丸稲荷の狐さんに迎えられる。巾

一間の柳新町から杉大門通リヘ。各町内を受け持つ火消し提灯

の並びやイタメシあり居酒屋ありで雑駁だが界隈の情緒を受け

止めて店構えや門口に工夫があって魅力的である。夜の帳が降

りれば往時の艶を取り戻す。いまだ路地文化に手を推卜けるお家

芸がここでも見て取れる。

8.【そして再び歌舞伎町へ】―新宿三丁目から再び歌舞伎町ヘ

新宿末広亭の職 と、

蔦 が 絡 ま る
″
ど ん

底
″

、この界隈は未だ

に健在、学生時代に突

然タイムスリップさせ

られる。若者が多いこ

と、健全 1健全 1明 治

通 りを花園神社、飾 り

熊手 に賑わ う 11月 の

西の市は庶民のエネルギーを抱え込んで動態アー ト。

テント劇場も尚、健在の由。

末広亭

花園神社からご存知、
″
ゴールデン街

″
。申し訳ありません、

盛り場ばかりのツアーのつもりはありません。新宿ひいては東

京という処がこういう都市だということがよ～く判りました。

昭和 33年 までの三業地が崩壊 した後、一軒 2層 の構成を上下

分解 してマッチ箱のような呑み屋が個性を競いあうこの界隈は

マジシヤンの仕業以外の何者でもない。さて旧コマ劇場前の映

画の試写パフォーマンスを見て歌舞伎町通りを行き来するヘビ

メタのお兄さんとコスプレのお嬢さんの群れを肩身狭く潜り抜

け、やっと帰り着きました新宿東口駅前アルタの前でした。繊

細さと拙さ、清と濁、全てを包み込んで一時も留まらない街。

今回の
″
新宿探訪

″

によって点で見知ってき

た場所が面として良～く

見えました。私が職場 と

している巨大なオフィス

群 にある生活、輸入もの

のパブリックアー トはこ

のスケールアウ トを埋め

る機能 と癒 しであろう。

しか し私達の身近な空間

は ″
住まい

″ であっても ″
―寸一杯

″ であっても身につい

た ″
狭さの文化、軒先の美学

″ によった生活の工夫と演出が

多様である。この住まい分けこそ私達のパブリックアー トと言

えるかもしれない。

エル ドラー ド

ザ 歌舞伎町



■ドイツにおけるパブリックア…卜からの考察

ドイツ (ベルリン、フランクフル ト)の新しい建築群、町並み、アー トからパブリックアー トについて考察した。

安河内 敦子

都市に設置される<形あるもの>は、

パブリックアート足りえる。

はじめに

日本建築美術工芸協会推薦で平成 13年度文化庁在外研修特

別派遣研修員として 2001年 9月 8日 より 11月 26日 までの

80日 間 ドイツに滞在 した折、 ドイツにおけるパブリックアー

トの現状に接 し、多くの示唆する状況を目の当たりにして、日

本のパブリックアー トを捉える切り回として提案する。

ベル リンでは旧東独地区のギャラリーやアーティス トが集

まっているミッテ地区に部屋が借りられ滞在 していた。初秋の

美しい紅葉の始まったベルリンの町はさわやかな風と心地よい

日差 しが好奇心の旺盛な私を歓迎 してくれているようだつた。

とはいえ着いて早々 9 1lNY同 時テロが起き世界はこの事件の

対応で大混乱の様子を呈していた。アラブ関係の建物やユダヤ

の施設などに警官や軍の車両が配備されていて、警戒が厳 しく、

地球がこんなにも小さく、世界が一つ、すく
゛
隣の他人事でない

事件として緊張感を肌で感 じた。ベルリンの街は東西統一と首

都機能整備のための建築ラッシュで活気があり、地図を片手に

再開発地域を飛び歩いて現代アー トや美術館めく
゛
りをした。ま

た、ベルリンの旧東独地区では、ベルリン中心部とは打って変

わって、どこもかしこも落書きだらけ、ミッテ地区に住み始め

た当初、この落書き何とかしたら ?と 街の汚さにあされていた。

ところがあちこち歩き回っているうちに、8、 と落書きにも色々

あってアーティス トのパワーが湧き出ていることに気が付い

た。そこで落書き文化を Hof(中 庭 )の 奥まで入り込み、落書

きアー トウオッチィングを始めたcミ ッテ地区周辺の大学町や

旧東ベルリン地域のアーティス トは、空き地があればそこに勝

手にアー トを置き、自分のア ドレスを添えてアッピールしてい

る。壁や塀にはペインティングされそこにも製作者の連絡先が

書かれている、といった具合で、アーティス トのエネルギーが

貪欲に発信 していた。旧東ベルリンで生活をエンジ∃イしてい

た私は、かつて塀に囲まれたパラダイスの旧西ベルリンを改め

て探索した。豊かな住環境の中に洗練されたアー ト空間が広が

り自由主義経済社会によって育てられた美 しい町並みを形成 し

ているその姿に驚かされた。ベルリンは統合から 10年が過ぎ

たとはいえ、いわば旧東ベルリン国と旧西ベルリン国であつて、

それぞれに歩んできた 40年の歴史は簡単には一色になれない

ことに衝撃を覚えた。多様な現代が発信するパブリックアー ト

とはどんな意味を持つのだろうか、またもたらすのだろうかと

いう問いを発 しているようにも思われた。

新建築事情

21世紀を迎えるこの時期、 ドイツでは新 しい建築物が次々

と完成 している。それらの建築物は新 しい町並みを形成 し、ま

たモニュメンタルに存在感を示 している。ベルリン ポツダム

広場の大規模再開発では、アーバンアメニティーとしてアー ト

の存在感が重要なキーワー ドとなっているのが見て取れる。

写真 1 ベルリン ソニーセンター中庭を上層階から見下ろす

写真 2 フランクフル ト近代美術館 (ハ ンス・ホライン )



パブリックアート

都市の顔を71■成する要素のひとつになっているアートが、歴

史が作り出した町並みの中で何気ない形で共存している。

ベルリンの落書きアー ト

落書きがパブリックアー トになった街旧東独アーティストの

パワーが感じられる。

ベリレリンの壁

冷戦時代に東西ベルリンを隔てていた壁のほとんどが取り壊

されたが、その一部がオーバーバウム橋のシュプレー側にあっ

た当時の検問所付近に残っている。約 1 5kmの 壁にイース ト

サイ ド・ギャラリーと呼ばれる 20数力国のアーティストによ

る壁画が描かれている。

ドイツにおけるパブリックアー トからの考察

ドイツの街を歩き回って強く印象に残ったことは、建築の中

にアー ト計画が組み込まれ、建築が街のモニュメントとして機

能 し、パブリックアー トとしての存在感を持っている。人の営

みが積み重ねてきた歴史を記1意 にとどめながら、未来の街のあ

り方を提示する行為はパブリックアー トの重要なキーワー ドで

あると納得するものだった。

ひとの営みの中から湧き出たくかたち>が街にあぶ、れ出たと

き歴史はそれをパブリックアー トとして認知する。

写真 5ハ ッケーシャマークの店舗に描かれた壁画

写真 3ベルリン ソニーセンター脇の遊び場

写真 4オラニエンバーガー駅近く4階分はある壁面落書き



■持続可能な地域社会形成に向けたパブリックアートの可能性

「結い」と「絆」の再生

佐々木 歳郎

1.地方圏における人口減、高齢化と「結い」の機能

地方圏の人口減、高齢化が加速 している。平成 17年 の国勢

調査によれば、65歳以上人口が 30%を超える市区町村は、全

国で 574と 全体の 236%を 占めているが、国立社会保障・人

口問題研究所が発表 した「日本の市区町村別将来推計人口」

(平成 20年 12月 推計)で は、2035年 には、65歳以上人口害」合

40%以上の自治体が全体の 4害」を超えると予測されている。

また、地方圏において、自然増加率と社会増加率の双方がマイ

ナスで人口減少となっている市町村は、2000年度末には 1,300

市町村と、既に地方圏の市町村の 56%を 占めていたが、2007

年度末にはこれが 8害」弱に高まり、人口 1万人未満の市町村

の大半は自然減かつ社会減となっている (内 閣府 :地域の経済

2008/平成 20年 12月 )。

こうした深刻な状況の中で、日本の伝統、文化の源であり、

豊かな自然環境を育んできた地方圏が、地域の活性化をはか

り、自立循環型地域社会を形成 していくためには、集落ごとに

住民が助け合って農作業や手間替えなどを行ってきた昔ながら

の「結いJの伝統になぞらえて、地域の互助・共助・協働機能

を再生 強化するための「新たな結」が必要であるという考え

方が出されている。

(参考 :国土交通省 :新たな結研究会報告書 /平成 21年 5月 )

2.シ ビックプライ ドと「結い」の精神の象徴

しかし、こうした「新たな結」の取り組みを現実のものとす

るためには、まず何よりも地域に生活する住民ひとりひとりが、

自分たちの地域に誇りを持ち、地域のアイデンテイテイとめざ

す姿について、思いを同じくすることが必要である。

海外では、こうした「シビックプライ ド (ま ちに対する自負と

愛着)」 をパブリックアー トによって育みながら、地域再生を

果たした事例が存在する。

英 国北 イ ング ラ ン ドの ニ ュー カ ッスル ーゲー ツヘ ッ ド

(NewcasJe Gateshead)は 、かつてはその豊かな石炭資源に

よって造船や軍需産業が栄えるイギリス重工業の中心地の一

つであったが、第二次大戦以降、造船業の衰退と炭坑の開山と

いう主要産業の喪失によって失業者のあ8、れる地域となってい

た。こうした状況の中、90年代前半に政府の文化助成機関と

市が協働で始めた「文化プログラムを活用 した都市再生事業J

は、多くのプロジェク トによって、雇用者数の増大、域内投資

の増加、観光資源化による経済波及効果など、この地域を復活

させることに成功 したが、地域再生が輝かしい成果をあげた最

大の要因は市民意識の変化にあった。一連のプロジエク トの契

機となった、有名な「エンジェル・オブ ザ ノース」は、か

つて地域を支えた炭坑の跡地に造船技術によって制作された高

さ 20メ ー トル、両翼部分 54メー トルの幅を誇る、天使をモチー

フとしたイギリス最大の彫刻である。制作者で彫刻家のアント

ニー・ゴームリーは「地域の歴史は失われてはならない」とし

て、人々に炭坑と造船という歴史への誇りと、未来に向けた変

化への意思を示すことによって、シビックプライ ドによる人々

の希望と結束の気持ちをよみがえらせたのである。

翻って、わが国の地方圏には、豊かな自然の中で育まれてき

た川の文化、森の文化、歴史や伝統の表象としての祭礼や鎮守

の森、習慣などがまだ多く残されている。また、ニューカッス

ル ーゲーツヘ ッドと同様、今は衰退してしまったかつての産業

遺産やそれにまつわる人々の記憶も存在する。こうした「地域

の歴史」を核としながら、人々が将来に向けた夢とビジョンを

共有 し、地域に対する誇りを取り戻 し、「結い」の精神を復活

させることは、場所を問わず、すべての地域再生の出発点であ

る。そして、その契機として地域ビジョンと住民意思の結束の

象徴としてパブリックアー ト、パブリックシンボルを活用する

ことは、わが国においても大きな可能性を感 じさせるものであ

る。四季の変化に恵まれた日本においてそれは必ずしも彫刻な

どの構造物にとどまらず、例えばトトロの森や鎮守の森のよう

な緑環境の出現、再生といった、ランドスケープデザインの新

しい役害」としても考えられるであろう。

ただし、こうした計画について、日本ではすぐに安易な観光資

源としての位置づけに陥りがちであるが、ニューカッスルーゲー

ツヘッドでは市民の 8害」が、エンジェル オブ・ザ・ノースを

自分たちのまちのシンボルとして支持しているということを忘

れてはならない。

X参考 :シ ビックプライ ド/シ ビックプライ ド研究会編 宣伝会議
χAngel ofthe North s VV kimed a photo by Davld 1/V son Clarke:
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3.都市における「絆」の喪失          ~
少子化、高齢化の進行は、都市においても地域の活力低下や

高齢者単独世帯の増加、地元商店街の衰退や自治会など地縁型

コミュニティの機能低下など、いわゆる「ご近所付き合い」に



よる「絆J喪失の要因となっている。 しかも、大都市圏では、

戦後の高度経済成長期に居住をはじめた住民が今後急速に高齢

化するため、地方圏にもまして地域コミュニティの役害」が増大

していく。平成 20年 7月 に公表された国の「国土形成計画J(国

土交通省)で は、行政だけでなく多様な民間主体を地域づくり

の担い手と位置付け、これらの主体が従来の公の領域に加え、

公共的価値を含む私の領域や、公と私との中間的な領域で協働

するという「新たな公」に基づく地域づくりの必要性を謳って

いるが、こうした活動においても核となるのは地域における住

民の「絆」である。

ところで、人と人との絆はある場所での時間を「共有Jする

ことから始まり、「共働Jす ることで深まる。そのきっかけは

競技場や街頭でサッカーの試合に興奮するすることでも、祭の

神輿を担く
゛
ことでも、立ち飲み居酒屋で隣り合わせになること

でも良い。その意味で、公共空間の現代的機能は、都市の人々

が「匿名性の関係Jから「絆の関係」へと変化するための装置

であることだろう。特に、広場の文化のない日本で、街に点在

するさまざまな公共空間を装置化することは、今後のわが国の

地域社会にとって不可欠な要素である。建築家のヤン・ゲール

は「屋外空間の生活とデザインJ(鹿島出版会/1990年 )と いう

著書の中で、人間の活動を、毎日の日課のような「必要活動J、

気持ちと時間と場所によって引き起こされる「任意活動 J、 複

数の人間による「社会活動」に分類 した上で、優れた環境は特

に「社会活動」に影響を与えると述べているが、その意味でも

快適な公共空間は重要である。

(写真 :イ タ リアーシェナにあるカンポ広場 )

=Piazza del Campo a Siena s lA/kimed a photo by Mass mo Maccon:

the copyr ght holder of this、 ハ′ork′ hereby release it lnto the

pubic domain Thls appies、 ハ/or dヽハ/de

4.街区公園と多様性

わが国の都市住民にとって、日常生活の上でもっとも手軽で

身近な公共空間は、街区公園であろう。誘致距離 250mの範

囲内に点在する街区公園は、幼児、小学生から高齢者の方々、

町内会の住民までもが容易にアクセスでき、地域の人々の出会

いや協働の場所としてきわめてポテンシャルが高いと思われる

が、特に都市中心部の現状は、児童公園時代の遊具が高密度に

配置され、幅広い年齢層の人々が様々な目的で利用するには適

していない。今後の少子化、高齢化社会を見据えつつ、地域の

絆を再生する視点から街区公園の役害」を発展的に再定義する必

要がある。園浦具佐子さんが本誌の別稿で述べているように、

東京都心部で、特にガーデンが人気の「東京ミッドタウン」の

コンセプ トは「Diversly(多様性)」 、「On tthe GreenJ「 Hybr d

Garden(新 しい要素が混交することで新しい価値が生まれる庭園)J

であるが、こうした考え方は、大規模開発によるパブリックス

ペースにとどまらず、むしろ街区公園のような身近な公共空間

の現代的機能としてきわめて有効である。

X東京ミッドタウン s‖たkr photo by K Suzuk i
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5 魅力的な公共空間のシンボル

街なかの魅力的な空間は、それがどれほど小さなものであっ

ても、その地域に暮らす人々の街に対するまなざしを感 じさせ、

その街の雰囲気を醸 し出すシンボルとなるものである。そして、

ここでも、地域の人々が「街に対するまなざしと界隈性のイメー

ジ」、あるいは「作法と秩序感覚」、「由来と歴史Jなどを共有

していることを示 し、その街に暮らすことを誇らしく感 じるた

めの出発点としてパブリックアー ト、パブリックシンボルを活

用するということは、大変有効な手段となりうる。

また、小学生などが日頃からアー ト的感性に触れることができ

るという意味で、街区公園の造作物をアー トやアースヮーク、

ランドスケープによリデザインしたり、またそのための若手作

家によるアー トイベントを定期的に行うなど、街なかのポケッ

トパークの可能性はさまざまに拡がる。

今回、幸いにして東京都の山本康友さんから希望の持てる助言

を頂いた (座談会参照)こ ともあり、これを機会に地域の「絆」

再生とパブリックアー トやパブリックシンボル、ランドスケー

プデザインの可能性を追求したいと考えている。



■首都圏近郊都市におけるパブリックアートの現況とその可能性

新座市にパブリックアー トは有効か

新座市の概要、観光都市にいざ、私の視点、パブリックアートの現況、宝、日玉、可能性、

山本 誠

調査の目的

仕事として長年パブリックアー トに係わってきたが、自分自

身が住んでいる市の現況を何一つ知らないことに気づき、現況

を知った上で「パブリックアー ト」が地域づくり、まちづくり

に有効な「力Jとなりうるのかを検証 してみようと考えた。

1 新座市の概要

新座市は埼玉県の最南端にあり、都心から 25 km圏 に位置し、

東西約 7 km、 南北約 8 km、 面積約 23k`の首都近郊住宅都市です。

・市役所の位置 :東経 139° 34′ Oz6″

Jヒ結言35°  47′  26″

海抜 383m
・面積 i228k捐

新座市は総合計画に基づき基本計画として「財政基盤の健

全化」と共に 6つ の視点「福祉度、文化度、環境度、国際度、

男女平等度、観光度」を基本理念としてまちづくりを進めてい

る。

この基本理念に基づき「住んで良かった、ずっと住み続けた

い、/s‐、るさと新座」を目指 している。

2 観光都市にいざ

国の地域再生計画の認定を受け、「観光都市にいざビジ∃ン」

を基に、「観光都市にいざづくリアクションプラン」策定 し、

市の特性の緑豊かな自然と野火止用水や平林寺などの文化遺産

を生かし、「観光都市にいざ・雑木林とせせらぎのあるまちづ

くりJを進めている。

また製作スタジオが新座市にあることから「鉄腕ア トム」の

キャラクターが市の特別住民になっており、イベントやキヤン

ペーンに活躍 している

平林寺の山門、県指定文化財

3 私の視点

新座市も近年の急激な都市のスプロール化によりその弊害を

受けたと言える。 しかも、都市部と比較 して土地が割安なため

農地や雑木林を浸食し、住宅が野放図に増え、幹線道路沿いに

は倉庫や資材置き場が作られた。そのため、武蔵野の原風景の

生活と共にあった雑木林や茶の木に囲まれた畑地などが一気に

失われた。

私が子供の頃は、黒目川の河岸段丘の坂を下ると目の前の田

んばに乱舞 していた螢が、農薬の出現と共に瞬く間に消え、そ

の後道路のため川の流れも変えられ豊かな自然と生きものと共

にあった田んばも消えそれから暫く雑木林は残っていたが、バ

スを待ちながら季節の変化を楽しませてくれていた近くの雑木

林も、ある日突然チェーンソーのうなり声と共に忽然と消えた。

その時のやり場のない怒り、悔 しさ、哀しさは忘れられない。

このような思いを幾度も味わってきた私にとって「観光都市

にいざ」と言われても「何を今さら」と思ったのが正直なとこ

ろだ。

「観光都市にいざJの基本的考え方が、目先の利益や思慮の

無さによって長きにわたって環境や景観を壊 してきたことの反

省に立つならば意味があるとは思ったが。

平林寺境内林、国指定天然記念物

4 パブリックアー トの現況

率直に言って新座市における景観や文化面での施策は後手に

回っているのが現状だと思う。アー トの彩多が文化度を示 して

いるとは考えないが、生活に直結 しないが′らに豊かさを与えて

くれる景観やアー トの意味を感じられなかった。それは市民の

側も行政側もそれを感じる余裕が無かったと言うことだろう。

唯―のパブリックアートといえる関根信夫作の「歩の石J。

周辺も含めメンテナンスがなされていない。

5 新座市の宝

今回のテーマの調査のため住んでいながらほとんど知らない

街をくまなく歩いてみたが、想像以上に「平林寺」と「野火止

用水Jのすばらしさと貴重な価値を認識した。

新座市は歴史的にみても大変旧く、律令政治により先進文化



をもつ新羅人の政治的移住が行われ「新羅郡」が設置され、そ

の後「新倉郡」、「新座郡」と名称が変更され、現在の「新座市」

の由来となっている。

その後武蔵武士の台頭を経て江戸幕肩初期に玉川上水を開削

した川越藩主伊豆守信綱による「野火止用水」の分水 開削に

よる野火止大地の開発が今日の発展の基になっている。その後

信綱の遺志を継ぎ岩槻から移されたのが臨済宗の禅寺「平林寺J

である。

歩いてみてこの二つが歴史遺産と自然環境の視点から「観光

都市にいざJの宝といえる。

「平林寺」は寺域約 13万坪、山門や仏殿の建造物群は県指定

の文化財、境内林は国の天然記念物に指定され保護されている。

「野火止用水Jは小平で玉川上水から分水 し、野火止大地を経

て新河岸川へ至る約 24 kmに も及ぶ用水路である。4流に分流

され一部は「平林寺」の境内にも流れている。1963・ 4年 (昭

和389年 )の用水の汚染と水不足により分水が中止されてい

たが、1987年 (昭和 62年)清流を復活させた。

6「観光都市にいざ・雑木林とせせらぎのあるまちづくり」

の目玉

観光コースとして「平林寺」を中心に 3つ コース「にいざ

野火止用水散策マップJが用意されている。

1「自然と歴史を巡るコースJ」 R新座駅から「平林寺Jを

巡り新座駅に戻る 5 kmの コース、2「野火止用水を巡るコース」

新座駅から「平林寺Jを通り西武線清瀬駅への 8 kmの コース、

3「街なか散策コース」東上線志木駅から「平林寺Jを巡りに

いざえきへの 8 kmの コース。分岐点の路面には鉄腕ア トムの

シールが誘導 してくれる。

「「平林寺Jは新座市の中心に位置 し、「野火止用水Jは南北

を縦断しており、今後のさらなる環境整備により「観光都市に

いざ」の名に恥 じない観光コースとなりうると思う。

7.パブリックアー ト?の可能性

散策コースを中心に調査をしていると何人かのコースを巡っ

ている人に出会った。また、平林寺周辺には雑木林や貴重な農

村風景がまだ残っており、農家の野菜の直売所もある。

野火止用水を中心とした散策コースのきめの細かく質の高い

整備により、さらなる魅力化が欲しいと思う。

財政事情の厳 しい中、市民も高価なアー トを望みもしない。

だがアー ト性というキーワー ドは重要だと思う。人を楽 しませ

心を豊かにし、環境の質を高めるのに大変有効である。

調査 しながらいくつかのアイディアや条件が思い浮かんだ。

例えば

小さくても良いから散策路にちょと休めるポケットパー

クを設ける。

周辺の民家の綺麗な生垣や草花やただづまいを顕彰する。

散策路に機能を持ったアー トを展開する。 (ア ートベン

チ、アート照明、アートサインなど)

コンペや市民参加の導入。 (撤去時の事前同意)

市民 (企業)の協賛、住民によるメンテナンス。

発見する喜び、さりげないデザイン。

野火止用水を介 した関連市町村との連携。

このように散策路が魅力的になることは家で言えば玄関への

アプローチを美 しくすることなので、来訪者は楽しく期待をし、

受ける側は良い緊張感とホスピタリティーを発揮する。それは

「観光都市にいざ」の実現に近づくはずである。

図書館の入口に立つ「武蔵野Jの
象徴する作家、国木田独歩の胸像
(峯田義郎作)

新座市の元気を象徴する「百万馬
力の鉄腕アドムJ

平林寺境内林に沿って、清流の復活した野火上用水

西堀の用水分岐点

平林寺境内を流れる野火止用水



■医療の場のパブリックアート

市民病院のアー トワーク計画

中島 三枝子

【病院のアー トワークに関心を持った契機と流れ】

1993年 パブリックアー トが話題性を持ち、公共空間の巨大

でカラフルなモニュメントに注目が集まる中、若くして突然の

死を宣告された作家の最期に出会った。闘病中の作家の院内は、

古く暗い、アー トワークの乏 しい施設でした。このような場に

こそ、心癒され、希望が湧き、気持ちの安らく
゛
アー トワークが

必要であると記憶に残っている。その後、「病院淘汰Jの時代に

入り、最先端医療設備と共に「アー トイン ホスピスJの流れ

になり、数件の病院の視察をしたが、発注側に良きパブリック

アー トの関係者が不在のためか、未熟なアー トワークであった。

【町田市民病院アー トワーク計画】

そしてこの度、竣エー年を経た「町田市民病院アー トワーク

計画Jの見学を、多摩美術大学と病院倶1の好意で見学が実現 し

た。この病院は、地下 1階地上 lo階、ベ ッド数 441床の規模

である。そ してアー トワーク計画事業は、町田市政 50周 年記

念事業の一環として 2007年 に始まったもので、その後 2008

年 5月 に大学側に計画が知らされ、8月 にプレゼンテーシ∃ン、

実制作開始、2009年 3月 に作品設営が完了、5月 に無事オー

プンとなった総合病院である。かねてより町田市には多くの大

学が存在 し、町田市と学校の連携を模索 していた市側の要請に

より実現 したと聞いている。「町田市民病院アー トワーク計画J

は行政と大学の協働として注目していたパブリックアー トのひ

とつでもあった。多摩美術大学をはじめ、東京造形大学、桜美

林大学、玉川大学の四校が参画したアー トワークのプロジェク

トである。この多摩美術大学メンバーの中に、当画廊で個展を

した学生が参加 している関係から、多摩美術大学が担当した 4

フロアーのアー トワークについて記してみた。

①霊安室 (地下 1階)テ ーマ「やさしい風J

死と向き合う尊厳の悲 しみの場である。生と死を分ける様に

遺体安置室の出入り回のステン ドグラスは少ない色数でlr「 ぇ、

真っ白な壁には柔らかなポ リエステル素材のオブジェが並ぶ。

平面作品、ステン ドグラス、オブジェ、共に悲 しみを和らげる

雰囲気に仕上げられているのが印象的だ。

②」ヽ児科 (2階)テーマ「みんな 。なかま」

フロアーに入ると同時に小児科に相応しい明るい図柄、色彩

が目に飛び込んでくる。プレイルームの壁一面に学生の作品を

デジタルプリントした壁紙が貼られ、恐怖感を和らげている。

又、診察室のサイン、プレイルームの天丼、受付に動物のオブ

ジェが設置され、医療に携わる人々や患者にユーモラスななご

やかさを作り出している。

① 2霊安室 /ステンドグラス (野口英史 )

②-1」 児ヽ科受付 /ミ クストメディア (北村奈津子 )

①‐1霊安室 /オブジェ・ナイロン (斉藤知華 ) ② 2」 児ヽ科サイン /ホー□― (北村奈津子 )



④ 周産期病棟 (5励 テーマ「祝福する 祝福されるJ

4周産期病棟 (5F)テーマ「祝福する 祝福される」ここも生

命に関わる医療の場であるが、アー トヮーク作品を窓の様な高
い位置への設置、曲線のカンヴァス等、工夫が見られた。ここ

も患者と医療に携わる人々や見舞う人の心を和らげ癒 し、元気

を与えるアー トヮークが求められるだろう。

③ 講義室 (3F)テーマ「新 しい風景J

人と人が出会い交流するこのフロアーには、医療の現場とは

少 し離れ、出会いの場の倉」出としての作品づくりがなされた。

絵画としての大作が 5点、壁面を飾 り、美大生の爽やかさを

醸し出し、スケール感を感 じさせる。但 し、制作者が単なる展

示作品でないことを理解 した上での参画なのか、気にかかる点

もあった。
周産期病棟 /カ ンヴァス・油彩 (三村梓 )

一轟

勒
④ ‐

1

この度のアー トワーク計画は、行政と学校の協働の実例でも

あり、このような参加型のアー トワークを実現 し、学校側 (制

作者でもある美大生 )が社会に関わり、アー トの真の存在性を

認識する好機となったことであろう。又、早い時期からこの計

画に関わることにより、設営の工夫や素材の選定等、充実した

アー トワークに繋がったと考えられる。従来のアー トヮークに

加え、患者や関係者に対する細やかな配慮と工夫のある良質な

パブリックアー トが今後求められるのではなかろうか。

②‐3」 児ヽ科プレイルーム /デジタルプリント(時松はるな )

④ 2周産期病棟 /カ ンヴァス 油彩 (塩穴匡 )

01請 義室 /カ ンヴァス 油彩 (杉山潤 )

O-2講義室 /カ ンヴァス 油彩 (関根三恵 )



■より良い環境づくりの創出

地域に溶け込んだ親しみ溢れるパブリックアート、水木しげるロードを観て

バウハウス丸栄

織部製陶株式会社

田

田

和

増

清

憲治

山陰地方 に美 しきパ ブ リックアー トあ り

山陰地方の自砂青松の続く弓ヶ浜半島は東南にそびえる大山

を背景とし、日本の自砂青松 100選や日本の渚 100選に選ばれ、

風光明媚な景観を呈しています。

鳥取県境港市もこの美しき地に位置 しています。市では、こ

れまで培われてきた街の資源を見直し、美 しい地域景観を残す

新たな活力の萌芽を育てる様々な街づくり構想が活発となって

います。

こうした地区に先導 してきたのが「水木しげる□― ド」であ

ります。

境港市の 目抜 き通 り「水木 しげる□― ド」

鳥取県境港市は「緑と文化の街づくり推進」を図り、 りR境

港駅から商店街を結ぶ目抜き通 りを新たなるコミュニテイー

□― ド、パブリックアー トの先導地区として整備をしました。

その特徴として、水木 しげる□― ドは人物や動植物、抽象的

な彫刻を配置するのではなく、目抜き通りの歩道に人気漫画「ゲ

ゲゲの鬼太郎」に登場するキャラクターの妖怪のオブジェを配

置 したことです。結果として、境港市の目抜き通りは子どもも

大人も一緒になって楽 しめるとってもユニークなパブリック

アー トロー ドとして生まれ変わり、他府県の人々から大変注目

されるパブリックロー ドとなったのです。

人々 に喜 ばれるパ ブリックアー トにする為 に

パブリックアー トとはつくり手が満足するためにあるのでは

なく、そこに訪れる人々に喜ばれ楽 しいものでなければなりま

せん。

そこで、境港市では水木しげる□― ドに妖怪を題材とした斬

新な発想に彫刻と黒御影石台座が一体化 したユニークなオブ

ジェを配置することにしました。これは誰でも気軽に見て触れ

ることができ、まるで旧友に会うようなどこか懐かしさと親 し

みが感じられる本当の意味での「パブリック」アー トにしたかっ

たからなのです。

妖怪オブジェは境港市からの設置以外にも、民間の寄付を含め合計で 134体、

妖1堅 レリーフ 5基、絵タイル 8枚が水木しげる□―ドの歩道に設置されています。



境港市出身の漫画家の作品が街の景観 に貢献

鳥取県境港市出身で日本の著名な漫画家、水木 しげる氏の人

と作品の世界。水木 しげる□― ド関連の集大成として、世界中

から集めた妖怪コレクシ∃ン館、独自に製作 したオブジェ等、

ここでは水木 しげる氏の哲学や精神が絶妙に街に溶け込みパブ

リックアー トとして生き続けているのです。

※ 漫画家水木 しげる氏の代表作

ゲゲゲの鬼太郎 (5度テ レビアニメ化 )

のんのんばあとォ レ :フ ランス アングレーム国際漫画祭で日本人初の最優秀作品を受賞

パ ブ リックアー トを通 じて始 まる交流

山陰地方はもとより、日本海側では最大の水産都市境港市は

全国有数の水揚げを誇る水産基地として高い認知度があります

が、今や妖怪を題材としたュニーク性とス トーリー性を形成 し

た街づくりとして、全国から多くの観光客が訪れる名所となっ

ています。年間を通して通りでは妖怪そっくリコンテス トやゲ

ゲゲの鬼太郎の下駄飛ばし大会、妖怪検定、妖1蚤川柳などの楽

しいイベン トが開催されています。

他にも境港市では、市が発行する住民票の写 しの透かしにゲ

ゲゲの鬼太郎に登場するキャラクターを使用し、郵便局では妖

怪切手も販売 しています。地域住民の重要な足として欠かせな

い鉄道では、境港駅から米子駅を結ぶ境線に鬼太郎列車が運行

され、もはや街全体がパブリックアー トと言っても過言ではあ

りません。

パブリックアー トの重要性の理解と普及

これからの 100年 を視野に入れた街づくりを形成するに

は、時代が移り変わっても残すべき豊かな文化、慣習、伝統継

承する街づくりとユニーク性、ス トリー ト性を打ち出すことが

重要となるでしょう。

人々が寛ぎ楽 しめるパブリックスペースを拡充させて、景観

にマッチした長く愛されるパブリックアー トを普及させる。ま

た、商店街では文化継承のためにも各店のオリジナリティーを

活かした物づくり工房を開店 し、観光客や地域住民が積極的に

参加できて、文化伝統に触れることができる魅力ある街づくり

を一団となって行うことが必要であると考えます。



■プライベートなパブリックアート

住宅が街を豊かに飾る

個人住宅、壁、庭、明かり、草花、銀絵、日時計

小野 行雄
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はじめに

パブリックアー トを、 ″
自由に行き交える場所に在り、私

たちの生活に豊かさを与える芸術的価値
″ と定義するならば、

公・共以外に、個人住宅の庭 外壁など、通りに面したところ

に住民が意識的に提供する芸術的価値もパブリックアー トと見

なして良いのではないだろうか。このような視点で捉えれば、

パブリックアT卜 は現代に始まったことではなく、その歴史を

かなり遡ることができる。日本および諸外国の例を挙げながら、

その諸形態を以下に示す。

1 明かりのパブリックアート

毎年、年末を迎える頃になると、住宅の庭や壁を利用したイ

ルミネーシ∃ンが散見される。近年の LEDの普及に伴って色

数が増え、また省電力であることと相まって派手さを競ってい

るようである。この習慣がいつ頃から始まったのかを確定する

ことはできないが、20年以上前なのではないだろうか。

夕方から点灯されたイルミネーションは、その家の人たちの楽

しみであると同時に、近隣の住人や帰宅を急く
゛
人たちにひと時

の安らぎを提供している。寒さが近づく季節をあたたかに、そ

して自分たちの地域をより豊かに、彩のある所にと願う気持ち

の表れなのだろう。

住宅街のイルミネーション 八王子、東京

かつて ″
明かり

″ は文明の象徴であったc季節に関係なく、

太陽が昇ると ″
明け六つ

″
、沈むと ″

暮れ六つ
″ として、

昼間を労働の中心に置いた江戸時代を経て、明治政府は ″
ガ

ス灯
″ の ″

明かり
″ を文明の象徴として人々に示 した。

2 銀絵のパブリックアー ト

古来わが国では、建物には多く土壁が用いられた。この土壁

の最終的な仕上材として漆喰がある。江戸時代、城郭普請でそ

の技術を習得 した左官職人の増加と、経済の発展 流通の完備

に伴い民家や商家の壁 ・戸袋 土蔵など、防火や耐久性 美 し

さの意味で漆喰が用いられるようになる。この漆喰技術の頂点

戸袋の銀絵 (藤田洋三氏写 ) 安心院、大分

一般的に、撮絵は水 波模様など防火の意味を込めたり、そ

の家の格式を家紋として象徴的につくられたようだ。幕末には、

地元で基礎を学び江戸で修業 し、川越で日本画を勉強 した伊豆

松崎の左官入江長八が、究極の銀絵を完成させている。銀絵は

江戸のみならず全国各地に見られる。当時の人々にとっては、

街道・道筋の画廊として左官の技を楽 しんでいたのだろう。

道端のパブリックアー ト

代劇の映画や日本画などで下町風景を見ると、家の道端側

台があり、朝顔が咲いている場面がある。江戸時代後期は

栽培が盛んで、様々な変種がつくられたと聞く。入谷の朝

が現在まで続いているということはその名残なのだろう。

、 ″
季節のパブリックアー ト

″ は現代にも受け継がれ、

隠された庭の草花と違って、 しばし立ち止まりその家の人

とこと愛でたい衝動をおぼえる。そこに、自然に住人同士

ミュニケーションが生まれ、地域の連帯感 親近感が深まり、

リックアー ト本来の機能である “豊かさ
″ がうまれる。

の一つに銀絵がある。

季節のパブリックアート 杉並、東京



4 壁絵のパブリックアー ト

中部や東∃―ロッパを旅すると、街や田合の民家の壁にフレ

スコ画 〈一部モザイク画〉が描かれているのを見る。モチーフ

は様々で、宗教話 英雄謂 民話 職業 動植物 田丁の歴史・―

などc殊 にスイスのシュタイン・アム ラインの市庁舎前広場

を囲むすべての建物の壁が壁絵で埋め尽くされている様子は

実に圧巻である。これらは 17～ 18世紀の制作とされており、

全体は渋く赤みを帯び、古色蒼然とした態で、市民の識字率が

低かったという理由もあるだろうが、我々に中世 ・近世のその

ままを偲ばせる。

また、近年のスイスの絵本 壁絵作家のアイロス カリジェ

は民家の壁にペイント技法で爽やかな表現をしており、こうし

て壁絵のパブリックアー トは受け継がれている。

壁絵の街

5 出窓のパブリックアー ト

スイス、ザンク ト ガレンの旧市街の小道を歩いていると、

しばしば民家の道路側外壁にさまざまな出窓 (E「 ker iエルカー)

を見ることができる。この町には 111個 の出窓があるそうで、

ここの世界遺産、修道院図書館の木製内装の見事さが街の中に

広がったように感じる。16～ 18世紀、この地の産業のレース

刺繍、酪農による潤沢な資金を投入して、住民たちが競うよう

に作ったのではないだろうか。

これらの出窓は基本的に木造で作られ、木地のままニスやオ

イル仕上げのもの、彩色 しているもの、そしてワン・フロアー

の出窓、ツー フロヮーにわたるものなどがある。

繊細な細工、彫られた物語など、行き来する人たちにしばし

の憩いを与えてくれている。

6 日時計の街

ヨーロッパでは、一般的に 15世紀末頃から建物の外壁に日

時計が作られるようになる。機械時計が用いられ始まる 14世

紀末の時点で、甚だ高価であったことと、夏や冬の温度の違い

による遅速、精度の不安定さなどにより日時計も併用されてい

たようだ。現在でも教会の塔にその例が見られる。

現存する民家の日時計の古いものでは 17世紀のものが多く、

殊にアルプスを中心とした周りの地域に多い。下の写真の場所

はフランス アルプスの西、イタリア国境に近いブリアンソン

の街道のものである。この地方の観光ガイ ドバンフレットの中

には新作 1日作の日時計の数や設置位置が紹介され、多くの写

真が載っており、地域住民の誇りとなっている。

ちなみに、ここに限らず近隣の地方を含めて、地方別に地域

の日時計書籍が出版されており、これを携えて日時計 トレイル

をするのも面白いと思う。

地域の特徴などを取り込んだり、宗教的モチィーフや格言を

盛り込んだ日時計など、われわれを楽 しませてくれている。

永年、直接太陽光に晒される日時計は、 しばしばメンテナン

スが必要となるが、この地方には日時計作家が数人いて、これ

にあたっている。設置すれば終わりではない、汚れたり壊れた

り、パブリックアー トのメンテナンス 継続性は常に留意 しな

ければならない。

街道脇の民家の日時計

まとめ

日本を含めて、世界各地にプライベー トなパブリックアー ト

を見ることができる、と私は思う。そこには、自分たちが住む

環境をより良く豊かに、誇れるところとしたいという住民の温

かい心が伝わってくる。それぞれの地域の、その人々の小さな

試みの積み重ねが豊かな環境を創るのだとあらためて感 じた。
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■韓国ソウルの公共美術 (PubliC Art)の 紹介

SOUL LANDSCAPE ARCHITECTS′ INC鄭 泰烈  工学博 士 (景観 )

江南大路の 171ed a po e 路山公園の花の階段 蚕室集合住宅のケー ト

東部金融センター公開空地 松披大路の中央分離帯 集合住宅の中の広場

公共美術 (Pub ic Art)と は、都市の広場 公園などにある環

境彫刻や壁画などを指す場合が多い。広く市民に公開された場

所に設置展示される造型作品を総称するのが一般的で、指定さ

れた場所に常設された美術や環境造形のためのデザインなどを

含む。これら作品の設置される場所は都市部が多く一部自然公

園などにもあり、彫刻、壁画、ス トリー トファーニチャ、舗装

デザインなど多様なジャンルを包括しているといえる。現代で

は権威主義的な記念造形物の形態に対 し、自由な表現を用いて

時には鋭い批判意識を感じさせる作品も増え公共領域に介入し

ている。

現代では国家的記念造形物など常設されている伝統的公共美

術と異なり、一時的に展示された後撤去されるという傾向も強

くなった。すなわち、伝統的公共美術が公共の概念を場所と関

連させた作品を通 して表現するのに対 して、新 しい公共美術は

場所を物理的場所としてのみ見ないで、社会的文化的側面から

これを強調 しようとするようになった。そんな意味に当たる作

品で地域共同体と一般市民の参加による例など考えてみたい。

DOOSAN百科事典 EnCyber&EnCybercomで 一部引用



ハンマリングマン市民広場 (Hammettng Man Plaza)

ソウル特別市鍾路

区に位置する興國生

命保 険 (株 )本 社全

面の『ヘモリング マ

ン 市民広場』は都市

文化の効用に挑戦す

るソウル市都市ギャ

ラリープロジェク ト

の一環 で 、2008年

にソウル市 と興 國

生命保険 (株 )の 共

同作業で設置 したも

のである。代表的な

現代美術家ジ∃ナサ

ン ボ ロフスキー

りonathan BOrofskylの『ヘモリングマン』は市民たちが好むソ

ウルの代表的な公共美術作品であるが、設置当初建物にあまり
にも近すぎ市民の接近性と都市景観要素としての役目が弱いと
いう指摘を受けて来た。公共性を強化するためには建築の美術

飾りとしてではなく、市民生活との一体性を考え、48m街路
側に移動することで作品の公共性が高まり認知度が 80%向上

したと言われている。

平和の門 (Worid Peace Gate)&平和の広場

ソウル特別市松岐区に位置するオリンピック公園の入口に建

てられた『平和の問』は建築家であるミン重業が 1988ソ ウルオ

リンピックを記念 して設計 した。)重業は金壽根とともに大韓

民国を代表する近代建築の巨匠の一人だ。平和の問はオリン

ピック精神を表現してその開催の歴史的意味を記念するために

懸賞設計方式で選定された作品だ。提案の時の平和の門の高さ

は 24Mだったが、審査委員会は象徴性が弱いという評価をし

て高さ 90Mで 拡大修正案を設計者に提示 した。 しかし、金重

業は周辺の Context、 造形性、平和の広場とのスケール感など

を考慮 して当初提案の高さである 24Mで審査委員会を説得 し

て現在の案で完成 した。平和の門には四神図 (青竜、朱雀、百虎、

玄武 )が描かれ、大韓民国の伝統思想を表現 したこの問は世界

平和を祈る意味をもっている。

車走行者時点で眺望シークェンス



■東京ミッドタウンに見るパブリックアートの役割

パブリックアー トの可能性

東京ミッドタウン

園浦 真佐子

1990年代、私はニューヨークに住む機会を得ました。初めて

」FK空港に到着 した時、空港に出迎えに来て戴いた車のカーラ

ジオからはタイミングよく「NE1/V YORK CilY SERENADEJが

流れて来ました。これから始まる NY生活に、多少の不安と期

待の入り交じった中にも小さな緊張と興奮を覚えたものです。

車がハイウエイからM DTOWNT∪ NNELを抜けマンハッタン

島に入ると街の雰囲気は一変して、林立する壁の様な高層ビル

の数々に囲まれました。五番街の交通渋滞とけたたましいクラ

クシ∃ンの音、信号を無視して大股で行き交うスノッブなニュー

∃―カー達、そこには私が初めて触れる、正に「ニュー∃―クJ

と云う世界が広がっていました。車を降りれば、排ガスやパラ

ソル屋台のハンバーガーやホットドッグ、正体不明の食べ物の

臭いが入り交じった、蒸せるような熱気がとても新鮮に思えて、

到着 した直後の自分が早くもこのマンハッタン島の一部に溶け

込み「同化Jを始めた様な小さな喜びを感じていました。

結局、私は NYで三年ほど暮らすことになりました。子供

の頃から父の仕事の関係で、海外生活の経験には慣れていまし

たが、この様な無国籍とも思える自由さの中で、奔放さに溢れ、

刺激的で斬新な、それでいて「深く」考えさせられる人生の一

時期を体験できたのは、NYな らではの、そしてここでしか体

験出来ない経験で有ったと思います。

あのマンハ ッタン島という小さな限られた地域の中には、

様々な人種によるさまざまな生活文化と思想のせめざ合いが有

ります。そしてそれが、ある部分で見事に「調和」 している、

活力と躍動感に溢れた正に「ニュー∃―クJを 自分の身をもっ

て体験出来た事がこの後の私に取って大いなる財産になった様

に思います。

五番街の高級街を少 し歩けば、ブロー ドウェイの喧曝に出会

い、更に 10ブロック南へ下がれば、移民の人たちが生活を営

む雑駁で活気溢れる間屋街があります。そしてさらに 5ブロッ

ク下れば貧 しいなりに裸―貫で「ニューヨーカー」にのし上が

ろうとする、今は「不法入国」の身分ながらも、米国人に同化

しようとする遅 しい人々の居住区があります。住む人の人種や

文化的背景が違い、そしてそれぞれの「思い」が混ざり合えば、

その「街」の作り出す風景も雰囲気も、全てががらりと変わり

ます。

五番街を中心とするミッドタウンでは光の反射と透力日する光

線に溢れたガラス張りの高層ビルが建ち並び、その下にはそれ

ぞれのビルを象徴するような巨大なアー トが存在感を誇示 しな

がら、訪れる人々を迎え入れます。そして、そのオブジェ達が、

その間を足早に闊歩するするビジネスマンや道行く人達にも存

在感を与えているのです。

その一方で、「ニュー∃一ク」では日々生きることに精一杯

の人々の生活する地区も歩いて 10分程の距離、ほんの日と鼻

の先に存在するのです。

「光Jと 「影」、「陰Jと 「陽」、「人種」と「文化」、さまざまな

ものが反発 し合い、ぶつかり合いながらも絶妙な「間合い」を

取って共存 し混 じり合い、やがては新 しい文化に生まれ変わる、

その事によって NYと 言う都市がTつ の巨大な「パブリック

アー トJの空間に仕上がっているようにも感 じました。

私は、滞在中に、NYの色々な場所を訪れ、色々な光景に触

れました。美術館、博物館はもちろんのこと、街の中の小さな

ギャラリー、大通りのモニュメント、通りに面 したショウウイ

ンドウのディスプレー、壊れかけた街路灯、フェンス、落書き…

通りすがりに触れる全ての物が、欠かす事の出来ない一つ一つ

のパーツとなって N YC TYと云う総体的な「パブリックアー

ト」を描き出している、そんな印象を受けました。

日本に帰国 してからも、私はギャラリー巡 りという目的を

‐
‐
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Ｌ



持って度々ニュー∃―クを訪れています。「ニュー∃―クJを

訪れる事、それ自体が私に取ってはかけがえのない知的な内面

への刺激なのです。何年もの年月に渡って、絶え間なく「ニュー

∃―クJの人々や街の変化を感 じ続 けられたことで、 この

NYに存在 し、ここで生活すること自体が街全体のアー トの一

部としての「パーツ」それ自身となっているのではないかと云

う錯覚すら感 じるようになりました。

なぜなら、ニューヨークは何かを求めて各人種、各階級の人々

が何らかの野心と目的を持って集まって来る都市です。ここは

また「アメリカ合衆国Jの一部では有りながら「アメリカ」と

は全く異質の租界的空間でも有ります。ここに住んでいる人た

ちは、一つの先入観に凝り固まることなく、古い自分を捨てて

新 しい思想や新 しい変化を受け入れて感じとります。いや新 し

いものを感 じ取り、受け入れざるを得なくなるのです。そうし

ないと、ここ「ニュー∃―ク」では生きてはいけません。

環境面では構築物の維持や保存そして再生、生活面では、い

ろいろな人種や階級や、宗教や習慣を街全体で受け留め、混ざ

り合い、やがては新 しい形となって新 しい文化が出現 します。

それぞれの「見詰める先」は、人、行政、組織、そして階級に

よって様々ではありますが、例えば地域の活性化、居住者の質

の向上、安全性の確保、そして歴史的構築物や価値の維持、そ

して商業地区であれば、よリー層の集客行為それ自体が、それ

ぞれの独特の創造する力と活力の源泉となって、都市としての

ニユー∃―クの不思議で絶えることのない活気を作り上げて来

たと云えるでしょう。 そして それぞれの街角はそこに住む

様々な人々の存在によって書き込まれ、表現されて来た場所で

あり、人々が訪れる美術館、路上のオブジェ、転がっているゴ

ミ袋までが、人々によって一つずつ作り上げ絶妙に配置された、

舞台装置のパーツであるようにも感じるようになりました。

人々が自分達の環境の維持または向上を目的として、それを

何らかの形にして表現することによって、その土地独特の「風

貌」が自然に育っていきます。例えば新 しい道一本、そして道

に沿って建てられた浦洒な街灯に照らし出される影の一つ一つ

が、人々の心象風景に何かをもたらし、また新 しい物を生む次

の変化へと、つながっていくのでしょう。大きいだけで、意味

もなく置かれた物体ではなく、それぞれの場所にそれぞれの役

害」で納まっている都市機能の各部品の統合されたオブジェの作

り出すイメージこそが、まさにパブリックアー トではないで

しょうか。

例えば、199o年代には絶対に足を踏み入れてはいけないと

いわれていたチェルシー地区は、今では、危険で禍々しい廃墟

だった巨大な倉庫群が感 じの良いギャラリー街に生まれ変わ

り、現在はニューヨークの一大アー トセンターとなっています。

かつてもっとも危険だと言われた ABCSス トリー トは、賃料

の安さに惹かれて集まった、日本の焼鳥屋なども建ち並ぶ無国

籍雰囲気のアジア人街になっています。

倉庫を改造 してできあがったギャラリーの数々も、落書きだら

けの壁を逆に生かして小さなパブや赤提灯をかけている居酒屋

の数々も、街の歴史をそのまま刻んだままに生まれ変わった新

しい町並みとして、この地域独自のパブリックアー トになって

います。この地域は正に都市「リノベーシ∃ン」が生んだ新し

い文化と云えるでしょう。それは徒に「壊 して倉」る」のでは無く、

古き器の中に、新たな人々の創造と思いを重ねる事によって生

まれた新 しい文化であって、僅か数年前までは「暴力」と「恐

1布Jと 「失意」の街として誰もが避けて来た地域が、現在では

それぞれの街角が発する独特の雰囲気を心地よく満喫したいと

思う人々であな、れています。

昨年の暮れ、たまたま東京のミッドタウンを訪れる機会があり

ました。テレビや雑誌で名前だけは見知っていましたが、訪れた

のは初めてでした。今までは、私にとって六本木はあまりなじみ

深いものでは無く、夜中心の歓楽街というイメージしか有りませ

んでした。その反面で昼間のわざとらしさがとても白々しく感じ

て好きになれませんでした。

しかし、今回、新 しく開発された「ミッドタウン」を訪れて

みて、今までの六本木とは違う、色々な種類の大勢の人々を吸

収 し賑わう、新 しい六本木を見たような気がしました。それは、

まさにニュー∃―クで私が感じた、その街の独特の雰囲気と文

化を育み、創造 しようとするそこに住む人々の「営み」の一つ

の形では無いかと感じました。

土曜の昼間の東京ミッドタウンは年齢層の違う人々で溢れて

いました。ミッドタウンの中は、明るく健全で、緑と都市機能

美溢れる公園都市のような印象を受けました。

そこで、今回のレポー トの件もありましたので、早速詳細を

調べてみることにしました。

東京ミッドタウンは、ニュー∃―クの Sk dmore,Owings&

Merrl LLPが全体計画を担当し、三井不動産が開発主体、設

計は SOM、 日建設計などが行いました。開発計画の内訳は、

オフィス、住宅、サービスアパー トメン ト、ホテル、商業部分

そ してコンベンションホールや美術館などを含めた複合施設

で、延べ床面積は 569′ 000扇 あります。 半径一マイル以内

に 40以上の大使館、9つのインターナシ∃ナルスクールがあ

り、高い機能性を備えた、衣食住一体型の国際的な複合都市を

めざし、以下 2つのコンセプ トをあげています。



1.DiVERS‖ TY

新 しい価値と出会える。

「都市機能のコラボレーション」という発想で高い機育旨性

を備えた地域であり、オフィス、ホテル後援美術館など、多

様な機能によるシナジー性 (本目乗効果)を一番の特徴とする。

2.HOSPITALITY

日本の心を継ぐ、おもてなしの街

半径―マイル以内に 40以上の大使館、9つ のインター

ナショナルスクールがあり、高い機能性を備えた、衣食住

一体型の国際的な文化交流の可能な地域であると言うこ

と。また、多様な機育旨性を持たせることにより、一つに偏

ることのない、多 くの集客が可能になる。

これらの二つのコンセプ トを読む限り、かつてないほど

の国際性を兼ね備えた、衣食住が一体となった、24時間

絶え間なく活動する活気にあふれたエネルギッシュな街、

それはまるで、小さなニュー∃―クとでも云えるような空

間を目指 しているようにさえ思われます。

より多くの人々が集まることは街の健全な発展に不可欠です

し、防衛庁跡地という広大な敷地が「多極分散型国土形成促進

法」*(脚注)に基づき市民の「空間Jと して再開発された事も

評価に値 します。24時間安心 して自由に街を散策できるオー

プンなスペースが増える点は、国際的にも高い評価を得られる

はずでは無いでしょうか。

今までの六本木は、偏った時間、そして偏った「イメージ」

によって、長い間成り立っている地域だった様に思います。こ

れが、「一般Jの人々には、六本木をある種縁遠いものにして

いました。それをミッドタウン計画は、六本木地区全体の街の

コンセプ トをも変えるインパク トのある再開発となった様に感

じます。

一方、ミッドタウン計画とほぼ同時に進められていたプロ

ジェク トに「六本木 アー トトライアングル」計画と云うもの

が有ります。

「アー トトライアングル」はトライアングル状に出現した、六

本木ヒルズの森美術館、ミッドタウンのサントリー美術館、と

して企画展中心の新国立美術館という3つのアー ト拠点をチェッ

クしながら、日中の健全な時間帯にも六本木という街全体を文

化的に楽 しんでもらい、食事やシ∃ッピングなどのアミューズ

メント空間としての展開も促そうという狙いがあります。

そして、六本木を芸術文化の拠点とし、その中心を東京ミッ

ドタウンとする事の象徴的な計画として、清水敏男氏とジヤン・

ユベールマルタン氏のコラボレーションによる「東京ミッドタ

ウンアー トワークコンセプ ト」としてまとまりました。

「アー トは都市を美しくするだけではなく、人々の心に様々に

働き変え、都市に新しい生命を吹き込む、都市とアー トの新 し

い関係を提案する」

具体的には、両氏のプランに基づいて、ART DIRECttOR、

ARTIST、 施主、建築家、ラン ドスケープアーキテク ト、イン

テリアデザイナー等のコラボ レーシ∃ンによって計画が進めら

れ、安田侃氏、ルロリアン クラーク氏など国内外でも有名

な 15名の作家作品が、敷地のあちらこちらで客を出迎えます。

また、ユキピタスツアーに参加すれば作品の概要や作家の紹介

も楽 しめます。それはあたかも 4つめの美術館が六本木に誕

生したようにも感じました。

その結果、昼間の「ミッドタウンJを始め、その周辺地域はミュー

ジアムマップ片手に散策する人々、又ショッピングや食事をする

老若男女が訪れ、街と芸術文化の調和を実現させた 24時間休む

ことのない複合都市が出現致しました。

そして、この計画で一番大事なことは、このような街の変化

を一番望んでいたのが、周辺住民であったということです。先

にも述べた様に、健全な時間帯に新 しい「コミュニティ」を創

出する為には、今後の六本木の発展には欠かせない物として、

住民全体が参画 してこの計画は作られたと伝えられています。

それゆえに計画者は周辺の美化活動やお祭りなどに参加 し地域

との交流を深めたり、また開発途中の建設現場に地域の方を招

待する見学会を催すなどして地域と一体となって計画を進めま

した。

その結果、商店街や行政側も協力して「六本木安心安全パ ト

□一ル隊」や「六本木をきれいにする会」など、住民参加型の

街作りも進行いたしました。これらの事が、この開発事業が周

辺地域の住民達の意志としての願いであり、建物の完成と共に

終わってしまうような単なる一過性の開発事業ではないことを

物語っているように思われます。

この「東京ミッドタウン」の完成によって、都市機能として東

京に必要とされる新 しい「ブロック」が出現 したのではないで

しょうか。これは都市としての新 しい「リノベーシ∃ン」の試

みであり、都市再生事業の一つのモニュメン トでも有ります。

それは、あのニュー∃一クの「魔物」の様な活力に満ちた不思

議な躍動感と存在感を日本の都市「東京」にもたらす新 しい動

きだとも感じます。

東京ミッドタウンは健全な時間帯にも、多くの人々が集まり

活動する街を希求する周辺住民の強い期待に応えるべく、行政

と計画立案者側が、芸術文化を変革の「キーワー ド」として完

成させた複合都市です。高層ビルを中心として、敷地内には様々

なアー ト作品が展開し、その周辺には三つの大きな美術館が点

在する、そしてその合間には広大な敷地の緑で覆われた公園環

境。これら全ては、これからのミッドタウンの現在の演出と未

来の変革に必要不可欠な舞台装置となる事でしょう。

絶えず、都市空間を変革させ、再生させ、転成させる、その

エネルギーを支え創出するのが、そこに住む人々の生活の活力

で有り、そして、その活力が生み育てる全ての都市空間と構成

物が「パブリックアー ト」だと考えます。

―
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あとがき

15年前、調査研究委員会 〔以下、調研 (委)〕 が
″
パブリックアートの実態調査

″
をテーマに掲げて以来、

現在に至って、社会の様相は大きく変化し地球環境問題や都市・地方再生課題への取り組みが声高に叫ばれ
ています。

″
パブリックアート

″
はそれ自体で存在する筈のものではなく、背景にある都市や地方、地域や街、

景観に拠る以上、
″
パブリックアートを考える

″
ことは必定、こうした社会的な課題との関係性を考えること

でもありました。多士済々、調研メンバーがそれぞれ専門の視点から侃侃調謂、討議を重ねてきましたが、

今回の冊子は先ず、ほぼ一年間の討議の論点を整理し集約して見せ、一方メンバー各位の視点を予め明瞭に

するために
″
座談会

″
を皮切りにしました。引き続く各委員の多彩な見識をご高覧いただいて如何であった

でしょうか。

aacaの理念が
″
美ししヽ都市景観を造る

″
にあれば、今回の

″
パブリックアート再考

″
は景観づくりに向け

ての「柿の種」であります。そして冊子作りとは言え調研 (委)メ ンバーの協働制作は次の展開を図る協働

への足掛かりであります。aaca会員の皆様の活発なご意見と、今後の調研 (委 )の会議のテーブルヘの参加を

お待ちしています。

この 3月、小林治人氏のご尽力で調研 (委)有志によって韓国・ソウルヘ、
″
ランドスケープ・アー トヮーク″

の現況と
″
清渓川 (チ ョンベチョン)の景観再生

″
を視察する機会を得ました。ソウルでお世話になったラ

ンドスケープ・デザィナーの鄭泰烈さんから特別寄稿をいただきました。お礼申し上げます。

調査研究委員会 委員長  七字 祐介

執筆者紹介 小野 行雄 (おの ゆきお)                増田憲治 (ま すだ けんじ)

東京造形大学教授 新制作協会会員           建築美術工芸同人座かんさい会員
日本国時計の会会員 英国日時計協会会員        織部製陶株式会社代表取締役社長

工藤 安代 (く どうやすよ)              安河内敦子 (やすこうち あつこ)

埼玉大学大学院文化科学研究科博士後期課程修了     ガラス造形作家
アート&ソサイエティ研究センター代表理事       2001文 化庁特別派遣芸術家在外研修員 (ド イツ)

小林 治人 に ばやしはると)            山本 誠 (や まもとまこと)

株式会社東京ランドスケープ研究所代表取締役社長    環境、造形作家
総合環境設景協同組合代表理事 公園管理運営士会会長  株式会社ワイディー代表

佐々木 歳郎 (さ さき としお)             山本 康友 (や まもとやすとも)

社団法人国土政策研究会主任研究員           東京都財務局技術管理担当部長
スマートリパブリック インク代表            首都大学東京大学院 工学院大学非常勤講師

園浦 員佐子 (そ のうらまさこ)

造形作家

特別寄稿 鄭 泰烈
七字 祐介 (し ちじゆうすけ)              sOUL LANDSCAPE ARCHITECTS inc
株式会社タイセイ総合研究所 元代表/現常任理事     工学博士 (景観)

建築家

中島三枝子 (なかじまみえこ)

画廊るたん代表
博物館学芸員

日高 軍也 (ひだか たんや)              題字 増永 広春 (ま すなが こうしゅん)

日本大学教授 {創生デザイン学科主任・建築工学科兼担 ) 女流書家町春草に師事 学書院で学ぶ、書道界から独立。
新制作協会会員、aaca理事               走塁スタイル確立。国内外個展 50数回、 ′

98走墨作品集出版
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Te1      03-3457-7998
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編集 調査研究委員会  七字祐介 (委員長) 山本誠側委員長) 石井博美     内田滋子     小野行雄

木村昌衛 (法人)  工藤安代     小林治人     佐々木歳郎    園浦真佐子

立石博巳     道家駿太郎    中島三枝子    日高軍也     増田憲治

増永広春     南三―郎     祗p島正典     安河内敦子    山本康友
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